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2 S 2024/2/5 JAHIS 717

④いわゆる同一敷地

内薬局に関する評価

の見直し

調剤基本料を算定している薬局において、令和６年４

月１日～５月３１日までは以下のどちらになりますで

しょうか。

①現在の調剤基本料を継続して算定可能

②前年３月１日から当年２月末日までの実績による届

出をした調剤基本料を算定

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

①現在の調剤基本料を継続して算定
3/5告示の施設基準で明記されました。 厚労省

3 S 2024/2/5 JAHIS 717

④いわゆる同一敷地

内薬局に関する評価

の見直し

調剤基本料の施設基準の届出については、２ヶ月後ろ

倒しする認識でよろしいでしょうか。

【現行】

前年３月１日から当年２月末日までの１年間の処方

箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断

し、当年４月１日から翌年３月末日まで所定点数を算

定する。

【改定後？】

前年５月１日から当年４月末日までの１年間の処方

箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断

し、当年６月１日から翌年５月末日まで所定点数を算

定する。

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

2か月後ろ倒しの期間で判定する。

前年5月から当年4月末日までの1年間の処

方箋受付回数の実績をもって施設基準の適

合性を判断し、当年6月1日～翌年5月末

日まで所定点数を算定する。

3/5告示の施設基準で明記されました。 厚労省

4 S 2024/2/5 JAHIS 717

④いわゆる同一敷地

内薬局に関する評価

の見直し

新規に指定された保険薬局について、調剤基本料の施

設基準の届出については、２ヶ月後ろ倒しする認識でよ

ろしいでしょうか。

【現行】

　a 前年３月１日から前年１１月３０日までの間に

新規に指定された保険薬局について指定の日の属する

月の翌月１日から当年２月末日までの処方箋受付回

数で判定し、当年４月１日から翌年３月３１日まで

適用する。

　b 前年１２月１日以降に新規に保険薬局に指定さ

れた薬局について指定の日の属する月の翌月1日から３

か月間の処方箋受付回数で判定し、当該３か月の最

終月の翌々月1日から翌年３月３１日まで適用する。

【改定後？】

　a 前年5月１日から当年1月３１日までの間に新規

に指定された保険薬局について指定の日の属する月の

翌月１日から当年４月末日までの処方箋受付回数で

判定し、当年６月１日から翌年５月３１日まで適用

する。

　b 当年２月１日以降に新規に保険薬局に指定された

薬局について指定の日の属する月の翌月1日から３か月

間の処方箋受付回数で判定し、当該３か月の最終月

の翌々月1日から翌年５月３１日まで適用する。

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

2か月後ろ倒しの期間で判定する。
3/5告示の施設基準で明記されました。 厚労省
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9 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

２０２４年５月に医療情報・システム基盤整備体制

充実加算１、または、２を算定した場合、医療情報取

得加算１、または、２を算定できるのは、どのタイミングか

ら算定可能でしょうか？

①２０２４年６月

　※新しい加算であるため、６月～算定可能

②２０２４年５月＋6月

　※前回の医療情報・システム基盤整備体制充実加算

１の前回の算定を引き継ぎ、５月から6月後に算定可

能

③その他

　※算定可能な具体的なタイミングをご教授ください

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

②２０２４年５月＋6月

　※前回の医療情報・システム基盤整備体

制充実加算１の前回の算定を引き継ぎ、５

月から6月後に算定可能

厚労省

10 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

「医療情報取得加算」は、「医療情報・システム基盤整

備体制充実加算」と同様に、同一月に「医療情報取得

加算１」と「医療情報取得加算２」の算定はできない認

識でよろしいでしょうか？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

同一月に「医療情報取得加算１」と「医療

情報取得加算２」の算定はできない

更新もれ 厚労省

11 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

オンライン資格確認が行えない保険（労災など）の患者

であっても、「医療情報取得加算１」の算定は可能でしょ

うか？
厚労省

12 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

公害患者の場合、「医療情報取得加算１」は算定可

能でしょうか？

（JAHIS改正分科会補足）

医療情報・システム基盤整備体制充実加算は公

害保険では算定できないと環境省から通知された

経緯があります。

厚労省

環境省

13 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

「医療情報取得加算」は、結核公費の給付対象になり

ますか？ 厚労省

14 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

調剤報酬点数表の区分１０の２調剤管理料を算定し

ない場合、「医療情報取得加算」は算定不可ですよ

ね？

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

算定不可

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と

同様の取扱い
厚労省

15 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

「医療情報取得加算」は、かかりつけ薬剤師包括管理

料に包括されますよね？
【2/15JAHIS調剤改正分科会】

算定不可（包括される）

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と

同様の取扱い
厚労省

16 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

「医療情報取得加算」の点数は、「時間外加算等を算

定する場合の基礎額」に含まれないで良いですよね？ 【2/15JAHIS調剤改正分科会】

時間外加算の基礎額に含まれない。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と

同様の取扱い
厚労省

17 S 2024/2/5 JAHIS 124

①医療情報・システム

基盤整備体制充実

加算の見直し

服薬管理指導料の注 13 に規定する特例（手帳の活

用実績）の対象薬局について、「医療情報取得加算」

も算定不可で良いですよね？

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

算定不可

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と

同様の取扱い
厚労省

33 S 2024/2/5 JAHIS 128

医療 DX 推進体制

整備加算

医療 DX 推進体制整備加算は時間外等加算の基礎

点となりますか。

１．基礎点となる。

２．基礎点には入らない。

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

１．基礎点となる。
3/5告示留意事項通知により更新 厚労省

37 S 2024/2/5 JAHIS 127

医療 DX 推進体制

整備加算（調剤基

本料）

医療 DX 推進体制整備加算（調剤基本料）は、施

設要件を満たしていれば調剤基本料を算定する全患者

にて算定が可能ということで良いですよね。

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり
厚労省

44 S 2024/2/5 JAHIS 181

④介護保険施設及び

障碍者支援施設にお

ける医療保険で給付

できる医療サービスの

範囲の見直し

算定条件を満たす場合、従来は全額（10割）自費で

施設に請求していた調剤技術料や調剤管理料等を、該

当患者の医療保険で算定可能となる認識でよいでしょう

か？

また、この場合、患者負担分は施設へ請求する認識でよ

いでしょうか？

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり。
厚労省
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45 S 2024/2/5 JAHIS 405

⑥連携強化加算

（調剤基本料）の見

直し

連携強化加算（調剤基本料）の算定要件について、

「特別調剤基本料Ａを算定する保険薬局において、・・・

外来感染対策向上加算又は・・・感染対策向上加算の

届出を行った保険医療機関である場合においては算定

できない」

と記載がありますが、薬局側が届出を行った保険医療機

関であることをどのようにして判断することができますでしょう

か。

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

No49の回答から、医療機関側の届出状況

を判断する必要はない。

厚労省

49 S 2024/2/5 JAHIS 406

⑥連携強化加算

（調剤基本料）の見

直し

「区分番号００に掲げる特別調剤基本料Ａを算定する

保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医

療機関が医科点数表の区分番号Ａ０００に掲げる初

診料の注11及びＡ００１に掲げる再診料の注15に規

定する外来感染対策向上加算又は区分番号Ａ２３

４－２に掲げる感染対策向上加算の届出を行った保

険医療機関である場合においては算定できない。」とあり

ますが、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局が、届

出を行っていない保険医療機関から発行された処方箋に

対して調剤する場合は、連携強化加算（調剤基本

料）を算定することは可能でしょうか？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

算定不可

「様式87の３の４　連携強化加算（調剤

基本料）の施設基準に係る届出書添付書

類」の「12特別な関係を有している保険医

療機関が外来感染対策向上加算の届出を

行った保険医療期間でないこと」が施設基準

なので、届出できない薬局は連携強化加算

を算定できない。

※3/22厚労省様から口頭回答 厚労省

51 S 2024/2/5 JAHIS 409

⑦新興感染症等に対

応した在宅患者緊急

訪問薬剤管理指導

料の見直し

現在、新型コロナウイルス感染症において、家族等に指

導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２

（200点)を算定できますが、改正後は算定できなくなる

という認識でよろしいでしょうか。

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

算定できない。
※家族がその３で追加されていたから。 厚労省

53 S 2024/2/5 JAHIS 409

⑦新興感染症等に対

応した 在宅患者緊急

訪問薬剤管理指導

料の見直し

調剤報酬点数表の区分１５の２在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料の注２～注６の加算は、改定案に記

載されている注１０の在宅患者緊急訪問薬剤管理指

導料１でも算定可能でしょうか？

【3/12JAHIS調剤改正分科会】

要件をみたせば算定可能。
※基金本部さんから情報共有あり 厚労省

56 S 2024/2/5 JAHIS 406

Ⅱ－６ー⑥ 連携強

化加算（調剤基本

料）の見直し

特別調剤基本料Ａを算定する保険薬局において、敷地

内医療機関が外来感染対策向上加算又は区分番号

Ａ２３４－２に掲げる感染対策向上加算の届出を

行った保険医療機関に該当する場合、連携強化加算が

算定できないのは、下記のいずれの考えとなりますでしょう

か。

１．全ての処方箋の基本料に対して算定できない

２．敷地内医療機関の処方箋応需時に算定できない

３．その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

１．全ての処方箋の基本料にたいして算定

できない

「様式87の３の４　連携強化加算（調剤

基本料）の施設基準に係る届出書添付書

類」の「12特別な関係を有している保険医

療期間が外来感染対策向上加算の届出を

行った保険医療期間でないこと」が施設基準

なので、届出できない薬局は連携強化加算

を算定できない。

※3/22厚労省様から口頭回答 厚労省

57 S 2024/2/5 JAHIS 410

Ⅱ－６ー ⑦ 新興感

染症等に対応した

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料の見

直し

注11で注10については、区分番号１０の３に掲げる服

薬管理指導料、区分番号１３の２に掲げるかかりつけ

薬剤師指導料、区分番号１３の３に掲げるかかりつけ

薬剤師包括管理料は算定できない。

とありますが、算定できない範囲はどの範囲になりますで

しょうか？

１．同月内での算定不可

２．同日での算定不可

３．その他

3  処方箋受付毎での範囲。（コロナ特例と

同様の考え方）

厚労省
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58 S 2024/2/5 JAHIS 410

Ⅱ－６ー ⑦ 新興感

染症等に対応した

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料の見

直し

在宅の新興感染症患者に対して、在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料１が算定可能になっていますが、これま

での制度では在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(対

面による場合)(特例)が当該の指導料にあたると考えら

れ、その場合には服薬管理指導料に対する加算を算定

可能でした。

今回の改定に伴い、注10に対する加算の算定は以下の

いずれになりますでしょうか？

　１．服薬管理指導料に対する加算を算定可能

　２．在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に対する加

算を算定可能

　３．その他

【3/12JAHIS調剤改正分科会】

２．要件を満たせば算定できる
※基金本部さんから情報共有あり 厚労省

59 S 2024/2/5 JAHIS 420

かかりつけ薬剤師指導

料

吸入薬加算

通常の服薬管理指導料を算定している患者で吸入薬

指導加算を算定後、3か月以内にかかりつけ薬剤師指

導料を算定した場合に、別途吸入薬指導加算は算定

できないですね

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり。
厚労省

60 S 2024/2/5 JAHIS

420 ⑤ かかりつけ薬剤師

指導料の見直し

『オ　患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる

体制をとり』とありますが、深夜時間帯を除くとの認識でよ

ろしいでしょうか？

深夜を含みます。

厚労省

67 S 2024/2/5 JAHIS 423

⑦ 薬学的なフォロー

アップに関する評価の

見直し

調剤後薬剤管理指導料1及び2はそれぞれの要件を満

たせば同時に算定することは可能でしょうか
【2/15JAHIS調剤改正分科会】

算定可能
厚労省

68 S 2024/2/5 JAHIS 423

Ⅱ－７ー⑦ 薬学的

なフォローアップに関す

る評価の見直し

次回来局時までに調剤後薬剤管理指導料の算定要件

を満たした場合、次回来局時の指導料算定について同

日同会計で下記のケースの算定が可能でしょうか。

１．服薬管理指導料＋調剤後薬剤管理指導料

２．かかりつけ薬剤師指導料＋調剤後薬剤管理指導

料

３．かかりつけ薬剤師包括管理料＋調剤後薬剤管理

指導料

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

１．２は算定可能

３は算定不可

厚労省

69 S 2024/2/5 JAHIS 423

Ⅱ－７ー ⑦ 薬学的

なフォローアップに関す

る評価の見直し

調剤後薬剤管理指導料に対する施設基準として2点記

載がありますが、２．慢性心不全の患者について算定す

るケースの記載がないように見受けられますが、慢性心不

全の患者でも糖尿病用剤が処方された場合という条件

なのでしょうか？

【3/12JAHIS調剤改正分科会】

留意事項通知P36記載のとおり

3/5留意事項通知の記載の確認をお願いします。 厚労省

72 S 2024/2/5 JAHIS 514

㉘ 多様な在宅ニーズ

に対応した薬局の高

度な薬学的管理に係

る体制評価の見直し

「夜間訪問加算」、「休日訪問加算」、「深夜訪問加

算」の対象となる調剤行為が、「時間外加算」、「休日加

算」、「深夜加算」、「夜間・休日加算」の算定要件を満

たしている場合、薬剤調製料の各加算を算定することは

できますか？

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

要件を満たせば算定できる。
3/5告示　説明資料（調剤）に記載あり 厚労省

73 S 2024/2/5 JAHIS 514

㉘ 多様な在宅ニーズ

に対応した薬局の高

度な薬学的管理に係

る体制評価の見直し

上記従来の「時間外加算」・「休日加算」・「深夜加算」

と併算定が可能な場合、夜間訪問加算 400点、休日

訪問加算 600点、深夜訪問加算 1000点それぞれは

基礎点数に100/100　140/100　200/100をそれぞ

れ加えて宜しかったでしょうか

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

基礎額には含まれない。
厚労省

4/36
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75 S 2024/2/5 JAHIS 521

㉙在宅医療における

薬学的管理に係る評

価の新設

在宅移行初期管理料（１回に限り） 230点ですが処

方箋自体の受付が無い時に算定できるものと理解しまし

た。

以下で正しいでしょうか

・調剤基本料との併算定不可

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

併算定可能

留意事項通知　区分15の８在宅移行初

期管理料（６）（７）をご参照ください。

※更新もれ

★参考★留意事項通知　区分１５の８ 在宅

移行初期管理料（６）（７）

(６) 在宅移行初期管理料は、計画的な訪問薬

剤管理指導を実施する前であって別の日に患家を

訪問して（４）に掲げる業務を実施した場合に

算定する。

なお、この場合に実施した服薬管理の支援等につ

いては、外来服薬支援料１を別途算定できな

い。

(７) 在宅移行初期管理料は、当該患者におい

て在宅患者訪問薬剤管理指導料（単一建物

診療患者が１人の場合に限る。）、居宅療養管

理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費

（いずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に

限り、単一建物居住者が１人の場合に限る。）

の算定した初回算定日の属する月に１回に限り

算定する。

厚労省

76 S 2024/2/5 JAHIS 514

在宅薬学総合体制

加算

在宅薬学総合体制加算は時間外等加算の基礎点とな

りますか。

１．基礎点となる。

２．基礎点には入らない。

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

１．基礎点となる
厚労省

77 S 2024/2/5 JAHIS 514

Ⅱ-8㉘ 多様な在宅

ニーズに対応した薬局

の高度な薬学的管理

に係る体制評価の見

直し

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料において、

夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算が新設

されますが、早朝は対象外ですか？

それとも深夜訪問加算を算定することになりますか？

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

午後10時～午前6時は深夜訪問加算を算

定

午前8時以前は夜間訪問加算を算定

3/5告示　留意事項通知により判明 厚労省

78 S 2024/2/5 JAHIS 514

在宅薬学総合体制

加算

在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合、本

加算は在宅基幹薬局で算定し、請求するという認識で

正しいでしょうか。

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

在宅協力薬局で算定できる 3/5告示　留意事項通知により判明 厚労省

81 S 2024/2/5 JAHIS

519 在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料

夜間訪問加算、深夜訪問加算は、いつの時点で判定す

るのか。医師の指示時点か、薬剤師が訪問した時間か、

準備に時間がかかり結果夜間等になっても対象になるの

か

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

訪問した時間で判断する。
厚労省

83 S 2024/2/5 JAHIS 519

６．末期の悪性腫瘍

や注射による麻薬の投

与が必要な患者の急

変時等の医師の指示

に基づいた緊急訪問

について、休日や夜

間・深夜に実施した場

合の加算を設ける。

イ 夜間訪問加算 400点

ロ 休日訪問加算 600点

ハ 深夜訪問加算 1000点

新設された上記の加算は調剤がない指導料のみの場合

にも算定が可能となる認識でよいでしょうか？

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

厚労省

84 S 2024/2/5 JAHIS 519

Ⅱ－８－㉘ 多様な

在宅ニーズに対応した

薬局の高度な薬学的

管理に係る体制評価

の見直し

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に対する加算とし

て注９で夜間訪問加算が追加されましたが、夜間の考

え方はいずれになりますでしょうか？

１．薬剤調製料の時間外加算と同じ

２．薬剤調製料の夜間・休日加算における夜間の考え

方と同じ

３．その他

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

午前8時前と午後6時以降 （調剤改正分科会補足）

薬剤調製料の時間外だと、開局時間ベースとなる

ので、「夜間」ではない時間が発生することになるの

で、確認必要

3/5告示　留意事項通知で判明

厚労省
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85 S 2024/2/5 JAHIS 519

Ⅱ－８－㉘ 多様な

在宅ニーズに対応した

薬局の高度な薬学的

管理に係る体制評価

の見直し

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に対する加算とし

て注９で休日加算が追加されましたが、休日の考え方は

いずれになりますでしょうか？

１．薬剤調製料の休日加算と同じ

２．その他

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

１

3/5告示　留意事項通知で判明 厚労省

86 S 2024/2/5 JAHIS 519

Ⅱ－８ー㉘ 多様な

在宅ニーズに対応した

薬局の高度な薬学的

管理に係る体制評価

の見直し

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に対する加算とし

て注９で深夜加算が追加されましたが、深夜の考え方は

いずれになりますでしょうか？

１．薬剤調製料の深夜加算と同じ

２．その他

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

午後10時～午前6時まで

3/5告示　留意事項通知で判明 厚労省

87 S 2024/2/5 JAHIS 521

㉙在宅医療における

薬学的管理に係る評

価の新設

算定要件に、「区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬

剤管理指導料（単一建物診療患者が１人の場合）

その他厚生労働大臣が定める費用を算定した初回算定

日の属する月に１回に 限り算定する。」とあるが、「その

他厚生労働大臣が定める費用」とは、以下２つのいずれ

かという解釈で良いでしょうか？

・居宅療養管理指導費（薬局の薬剤師が行う場合、

単一建物診療患者が１人）

・介護予防居宅療養管理指導費（薬局の薬剤師が行

う場合、単一建物診療患者が１人）

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり
厚労省

91 S 2024/2/5 JAHIS 520

Ⅱ－８ー㉙ 在宅医

療における薬学的管

理に係る評価の新設

在宅移行初期管理

料（１回に限り）

当該管理料の算定について下記のいずれでしょうか。

１．患者に対して1回に限り算定可能

２．入退院が複数回行われた場合に退院直後に算定

要件を満たす指導を行った場合は都度算定可能

３．その他

【3/29JAHIS調剤改正分科会】

すでに在宅医療における環境が整っている患

者は算定対象にならない
疑義解釈（その１）問24 厚労省

92 S 2024/2/5 JAHIS 520

Ⅱ－８ー㉙ 在宅医

療における薬学的管

理に係る評価の新設

在宅移行初期管理

料（１回に限り）

在宅移行初期管理料の請求方法について

外来服薬支援料１のように処方せんに基づく調剤分に

係る明細書とは別の明細書とすることにはなりませんよ

ね？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

併算定可能

留意事項通知　区分15の８在宅移行初

期管理料（６）（７）をご参照ください。

※3/22厚労省様から口頭回答 厚労省

93 S 2024/2/5 JAHIS 520

Ⅱ－８ー㉙ 在宅医

療における薬学的管

理に係る評価の新設

在宅移行初期管理

料（１回に限り）

在宅移行初期管理料の算定患者に対し、別日に必要

に応じて外来服薬支援１の算定要件を満たす指導を

行った場合は、外来服薬支援１を算定可能と考えて良

いでしょうか。

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

算定可能

厚労省

94 S 2024/2/5 JAHIS

520 在宅移行初期管理

料

単一建物診療患者が１人の場合は、集合住宅の特例

も含まれるのか

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

含まれる

（集合住宅の特例）

(３) １つの患家に当該指導料の対象となる同居

する同一世帯の患者が２人以上いる場合は、患

者ごとに「単一建物診療患者が１人の場合」を算

定する。また、当該建築物において、当該保険医

療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定

する者の数が、当該建築物の戸数の10％以下の

場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であっ

て、当該保険医療機関が在宅患者

訪問薬剤管理指導料を算定する者が２人以下

の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が１

人の場合」を算定する。

厚労省

6/36
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96 S 2024/2/5 JAHIS 527

服薬管理指導料 同月内でショートステイとして施設に入所している期間と

自宅に戻っている期間が混在し、それぞれの期間で指導

を行った場合、それぞれの要件に応じた指導料（ショート

ステイ期間は「３ 介護老人福祉施設等に入所している

患者に訪問して行った場合　45点」を算定し、自宅に在

宅期間は在宅患者訪問薬剤管理指導料（単一建物

診療患者が１人の場合））の算定が可能と考えて良い

でしょうか。

服薬情報等提供料に係る介護保険と医療

保険との間での給付調整については従前と

同様。

本件については、これまでの服薬管理指導料

３の取扱いに変更はありません。 厚労省

97 S 2024/2/5 JAHIS

528 外来服薬支援料 (1)施設入所時であって、服用薬剤が多い場合は、具

体的に何種類以上か（服用薬剤調整支援料と同じ

か？）

個別の患者の施設における療養生活の状態

を確認した上で、薬剤の保管状況、服薬状

況、残薬の状況等を踏まえて判断されたい。 厚労省

98 S 2024/2/5 JAHIS 528

外来服薬支援料 施設連携加算は、外来服薬支援料１の加算となります

か。または外来服薬支援料２の加算となりますか。 【2/15JAHIS調剤改正分科会】

外来服薬支援料２の加算
厚労省

101 S 2024/2/5 JAHIS 679

① 薬局薬剤師の業

務実態及び多職種連

携のニーズに応じた薬

学管理料の見直し

特定薬剤管理指導加算１イとロはそれぞれの要件を満

たせば処方箋受付1回において同時に算定することは可

能でしょうか

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

算定できない

3/28疑義解釈資料の送付について(その1)

【特定薬剤管理指導加算1】問16参照

例１）

6/1調剤

Rp1

薬品A(特定薬剤管理指導加算１イ算定対象)

Rp2

薬品B(特定薬剤管理指導加算１イ算定対象)

「当該加算は処方箋受付１回につきそれぞれ１

回に限り算定する」事から特定薬剤管理指導加

算１　イは１回のみ算定

例２）

6/1調剤

Rp1

薬品C(特定薬剤管理指導加算１イ算定対象)

Rp2

薬品D(特定薬剤管理指導加算１ロ算定対象)

「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であって

も、重複して算定することはできないことから、上記

例では、どちらか一方のみ算定可能

例３）

6/1調剤

Rp1

薬品E(特定薬剤管理指導加算１イ及びロ　算

定対象)

「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であって

も、重複して算定することはできない。

厚労省

102 S 2024/2/5 JAHIS 679

① 薬局薬剤師の業

務実態及び多職種連

携のニーズに応じた薬

学管理料の見直し

特定薬剤管理指導加算１イとロは以下の場合、以下そ

れぞれの処方箋で要件を満たした場合、それぞれ同時に

算定可能でしょうか

①内科：特定薬剤管理指導加算１イ　＋歯科：特

定薬剤管理指導加算１イ

②内科：特定薬剤管理指導加算１イ　＋歯科：特

定薬剤管理指導加算１ロ

③内科：特定薬剤管理指導加算１ロ　＋歯科：特

定薬剤管理指導加算１イ

④内科：特定薬剤管理指導加算１ロ　＋歯科：特

定薬剤管理指導加算１ロ

質問の意図や具体的な状況が不明なため

回答不能。

厚労省
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104 S 2024/2/5 JAHIS 679

Ⅲ-7①薬局薬剤師の

業務実態及び多職種

連携のニーズに応じた

薬学管理料の見直し

特定薬剤管理指導加算３のロにおいて、

「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及

び選定療養（平成十八年厚生労働省告示第四百九

十五号）第二条第 ●号に規定する 選定療養 を受け

ようとする 患者 、 その他調剤前に医薬品の選択に係る

情報が特に 必要な患者に説明及び指導を行った場合」

とあり、長期収載にかかる医薬品の選定療養費は10月

実施となっていますが、4月以降にその旨を説明すること

で、4月～9月まででも算定可能ということでよろしいです

か？

算定不可。

長期収載にかかる医薬品の選定療養費が

施行される10月以降に算定できる。

厚労省

105 S 2024/2/5 JAHIS 679

服薬管理指導料

特定薬剤管理指導

加算１

特定薬剤指導加算１のイにおいて、特に安全管理が必

要な医薬品が新たに処方された患者に対して、とあります

が、この「新たに」の判定は当該薬局において初めて処方

された場合ということで良いですね

【3/29JAHIS調剤改正分科会】

患者にとって初めて処方された薬剤に対して

算定

3/28疑義解釈通知

問17を参照してください。
厚労省

106 S 2024/2/5 JAHIS 679

服薬管理指導料

特定薬剤管理指導

加算１

特定薬剤指導加算１のイにおいて、特に安全管理が必

要な医薬品が新たに処方された患者に対して、とあります

が、この「新たに」について、在庫状況などから、これまで調

剤していた薬品と同一成分の後発医薬品を、初めて調

剤した場合等であっても算定してよいですね。

【3/29JAHIS調剤改正分科会】

算定不可

同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更され

た場合は算定できない。

3/28疑義解釈通知

問17を参照してください。
厚労省

107 S 2024/2/5 JAHIS 681

服薬管理指導料

特定薬剤管理指導

加算３

特定薬剤指導加算３において、患者1人につき当該品

目に関して最初に処方された1回に限り、とありますが、こ

の「最初に処方された」の判定は当該薬局において初め

て処方された場合ということで良いですね

患者にとって最初に処方された場合に算定す

る。

厚労省

108 S 2024/2/5 JAHIS 681

①薬局薬剤師の業務

実態及び多職種連携

のニーズに応じた薬学

管理料の見直し

特定薬剤管理指導加算３の（４）に記載されている

「対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方

箋受付１回につきそれぞれ１回に限り算定するものであ

ること。」の『それぞれ』とは、特定薬剤管理指導加算３イ

と特定薬剤管理指導加算３ロのことでしょうか？

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり
厚労省

109 S 2024/2/5 JAHIS 680

服薬管理指導料

特定薬剤管理指導

加算１

特定薬剤指導加算１の該当薬品は、これまでどおり診

療報酬情報提供サービスで掲載される「特定薬剤管理

指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」が該当というこ

とでよいですね
【5/9JAHIS調剤改正分科会】

対象薬品に関する記述はR4改正時から変

更がないので、そのとおり。

留意事項通知を確認されたい。 （留意事項通知）

特定薬剤管理指導加算１　（4）

(４) 「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗

悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てん

かん剤、血液凝固阻止剤（内服薬に限る。）、

ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤

（注射薬に限る。）、精神神経用剤、糖尿病用

剤、膵臓ホルモン剤及び抗ＨＩＶ薬をいう。な

お、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚

生労働省のホームページに掲載している。

厚労省

111 S 2024/2/5 JAHIS 684

服薬情報等提供料

２

「月１回に限り算定する」とあります。例えば、当月イを算

定していた場合、同月に、ロ、ハは算定できないことで良

いでしょうか。

１．算定できる

２．算定できない

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

１
厚労省
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114 S 2024/2/5 JAHIS 689

自家製剤加算 予製剤について、飲みやすくするための製剤上の調製を

行った場合「自家製剤加算　予製剤の場合

(20/100)」を算定できますか。

１．算定できる

２．算定できない

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

１．算定できる
厚労省

116 S 2024/2/5 JAHIS 694

①調剤基本料の見直

し

調剤基本料２の施設基準イについて、

集中率の計算が、一月における上位３位までの保険医

療機関となりましたが、以下の考え方で良いでしょうか？

（例として、上位３位までと仮定）

　　　　　　　　　　１月　　　２月

A医療機関　4,000枚　　4,000枚

B医療機関    310枚　　　310枚

C医療機関　  310枚　　　290枚

D医療機関　　300枚　　　300枚

⇒１月の合算処方箋枚数はA,B,Cで4,620枚

⇒２月の合算処方箋枚数はA,B,Dで4,610枚

1月のうちで処方箋の受付回数が多い上位

３の医療機関からの処方箋受付回数を基に

判断されたい。

No117参照 厚労省

117 S 2024/2/5 JAHIS 694

調剤基本料の見直し 「特定の保険医療機関に係る処方箋」から「一月の処方

箋の受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処

方箋」に変わりましたが、この調剤の割合の求め方につい

て確認させてください。

上位3の医療機関が月単位で異なる場合は、以下どちら

となりますか。

①月単位で上位3の受付回数を求め、それぞれの月を

合算した上で70％を超えるか判断する。

②集計期間(1年間等)の上位3の受付回数を求め、

70％を超えるか判断する。

【4/1JAHIS調剤改正分科会】

②

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する

手続きの取扱いについて

第88の2 調剤基本料2

2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点

(2)(3)参照

厚労省

118 S 2024/2/5 JAHIS 695

②地域支援体制加

算の見直し

地域支援体制加算の施設基準で、「小児特定加算の

算定回数の合計が１回以上であること」とありますが、在

宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急オン

ライン薬剤管理指導料の小児特定加算も回数に含める

認識でよろしいでしょうか。

特掲診療料の施設基準通知を確認された

い。
特掲診療料通知　様式87の3の2　地域支援体

制加算の施設基準に係る届出書添付書類[記

載上の注意]4(9)

服薬管理指導料の「注９」、かかりつけ薬剤師指

導料の「注７」、在宅患者訪問薬剤管

理指導料の「注６」、在宅患者緊急訪問薬剤管

理指導料の「注５」、在宅患者緊急時等共

同指導料の「注５」にかかる小児特定加算。

厚労省

121 S 2024/2/5 JAHIS 696

地域支援体制加算の

見直し

新興感染症等に対応

した在宅患者緊急訪

問薬剤管理指導料の

見直し

地域支援体制加算の施設基準として「アの(ｲ)の⑦

(P696)」、「ウの(ｲ)の⑦(P704)」には在宅患者緊急訪

問薬剤管理指導料の算定回数が含まれています。

新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して在

宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１を算定するケース

でも、自宅等で在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一

建物診療患者１人)を算定している患者であれば算定

回数に加えると考えてよろしいですね。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注

10については、実績として回数に含めることが

できる。 令和４年３月 31 日

疑義解釈資料の送付について（その１）

https://www.mhlw.go.jp/content/1240

4000/000983165.pdf

※問５関連

厚労省
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122 S 2024/2/5 JAHIS 696

Ⅲ－８ー ② 地域支

援体制加算の見直し

［施設基準］の(1) のアの（イ）の⑦の単一建物診

療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績では在宅

患者オンライン薬剤管理指導料に関する記載はないです

が、 (4)のウ在宅患者に対する薬学的管理及び指導の

実績では「在宅患者訪問薬剤管理指導料（在宅患者

オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同

じ。）」という記載があります。2022年度までの施設基

準の記載順が逆転しているため、(1) のアの（イ）の⑦

の回数にオンラインでの回数が含まれるようにも読み取れ

ますが、どちらが正しいのでしょうか？

１．(1) のアの（イ）の⑦には在宅患者オンライン薬剤

管理指導料の算定回数は含める。

２．(1) のアの（イ）の⑦には在宅患者オンライン薬剤

管理指導料の算定回数は含めない。

【5/9JAHIS調剤改正分科会】

２

留意事項通知では、（１）ア（イ）も、

（４）ウも「情報通信機器を用いた場合の

算定回数を除く」と記述が入っていました。

特掲診療料の施設基準通知を確認された

い。 特掲診療料通知　様式87の3の2　地域支援体

制加算の施設基準に係る届出書添付書類[記

載上の注意]4(7)

以下における、単一建物診療患者に対する算定

実績。なお、在宅協力薬局として連携した場合や

同等の業務を行った場合を含む（同一グループ薬

局に対して業務を実施した場合を除く）。ただし、

在宅患者オンライン薬剤管理指導料等のオンライ

ン服薬指導等を行った場合を除く。

①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②在宅患者

緊急訪問薬剤管理指導料、③在宅患者緊

急時等共同指導料、④介護保険における居宅

療養管理指導費、⑤介護保険における介

護予防居宅療養管理指導費

厚労省

123 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

「７種類以上の内服薬」について、医科の通知内容が調

剤でも適用される場合

「ア 「注３」の算定は、外来の場合に限り、１処方のう

ち、内服薬についてのみ対象とする。この場合の「種類」

については、次のように計算する。なお、１処方とは処方

料の算定単位となる処方をいう。」

上記の記載における「１処方とは処方料の算定単位とな

る処方」とは、調剤では「1受付」ということになりますか。

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

※留意事項通知　区分20使用薬剤料（６）ア

「1回の処方箋受付のうち」の記述あり
厚労省

126 S 2024/2/5 JAHIS 723

④ いわゆる同一敷地

内薬局に関する評価

の見直し

３ 区分番号００に掲げる特別調剤基本料Ａを算定す

る薬局及び区分番号００に掲げる調剤基本料の注２

に規定する特別調剤基本料Ｂを算定する薬局におい

て、処方につき７種類以上の内服薬（特に規定するも

のを除く。）の調剤を行った場合には、所定点数の100

分の90に相当する点数により算定する。

とありますが同一銘柄含量違いの医薬品の場合はどのよ

うになるのでしょうか

　Ａ薬　Ｂ薬　Ｃ薬　Ｄ薬　Ｅ薬　Ｆ薬錠剤　Ｆ薬細

粒

1.Ｆ薬は錠剤と細粒でそれぞれ処方されているため合計

7種類とみなし所定点数の100分の90を算定する

2.Ｆ薬は単なる含量違いのため同一医薬品とみなし合

計6種類。よって所定点数の100分の90は算定しない

3.その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

1
※3/22厚労省様から口頭回答 厚労省
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130 S 2024/2/5 JAHIS 723

④ いわゆる同一敷地

内薬局に関する評価

の見直し

３ 区分番号００に掲げる特別調剤基本料Ａを算定す

る薬局及び区分番号００に掲げる調剤基本料の注２

に規定する特別調剤基本料Ｂを算定する薬局におい

て、処方につき７種類以上の内服薬（特に規定するも

のを除く。）の調剤を行った場合には、所定点数の100

分の90に相当する点数により算定する。とありますが同

一銘柄規格違いの医薬品の場合はどのようになるので

しょうか

　Ａ薬　Ｂ薬　Ｃ薬　Ｄ薬　Ｅ薬　Ｆ薬10mg　Ｆ薬

5mg

1.Ｆ薬は10mgと5ｍｇでそれぞれ処方されているため

合計7種類とみなし所定点数の100分の90を算定する

2.Ｆ薬は単なる規格違いのため同一医薬品とみなし合

計6種類。よって所定点数の100分の90は算定しない

3.その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

1
※3/22厚労省様から口頭回答 厚労省

131 S 2024/2/5 JAHIS 723

④いわゆる同一敷地

内薬局に関する評価

の見直し

「使用薬剤料」の算定要件で「７種類以上の内服薬

（特に規定するものを除く。）とあります。この(特に規定

するものを除く。)とは、調剤報酬点数表の区分１４の

３服用薬剤調整支援料の注１、２に記載されている

(特に規定するものを除く。)と同じでしょうか？

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

頓服薬のみ除く

2018年改正の服用薬剤調整支援料の疑義回

答より補足

（薬剤総合評価調整管理料の通達抜粋）

(４) 受診時において当該患者が処方されている

内服薬のうち、頓服薬については内服薬の種 類

数から除外する。また、服用を開始して４週間以

内の薬剤については、調整前の内服薬 の種類数

から除外する。

(５) 当該管理料の算定における内服薬の種類

数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散

剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１

種類として計算する。

浸煎薬、湯薬は除きます。内服用滴剤は含まれ

ます。

注）調剤料における記述がそのまま適用されま

す。

3/5告示　留意事項通知により判明

厚労省

134 S 2024/2/5 JAHIS 723

④いわゆる同一敷地

内薬局に関する評価

の見直し

「使用薬剤料」の算定要件で

「所定点数の100分の90に相当する点数により算定す

る。」とありますが、この場合の所定点数とはどの点数のこ

とでしょうか？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

留意事項通知参照
※留意事項通知　区分20使用薬剤料（６）イ 厚労省

137 S 2024/2/5 JAHIS 723

同一敷地内薬局の薬

剤料減額

［算定要件］注３

7種類以上の内服薬のカウント方法は、

別添1 医科診療報酬点数表に関する事項

第2章 特掲診療料

第5部 投薬

第3節 薬剤料

F200 薬剤　(6)

と同じで良いですか。（No.137シート参照）

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

同じではない

留意事項通知に示すとおり

※留意事項通知　区分20使用薬剤料（６） 厚労省
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139 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

「7種類以上の内服薬」について調剤での算定単位が「1

受付」となる場合、同一医療機関から、「医師の指示に

よる分割の処方せん」　と「分割指示のない処方せん」を

受け付けた場合、それぞれ受付1回となりますので、それ

ぞれで種類数をカウントしますか。

１回の処方箋受付ごとに判断されたい。

厚労省

140 S 2024/2/5 JAHIS

722 ④いわゆる同一敷地

内

４．薬学管理料の各

算定項目について、特

別調剤基本料Ａを算

定する保険薬局にお

いては特別な関係を

有する医療機関への

情報提供等に係る評

価を見直すとともに、

特別調剤基本料Ｂを

算定する保険薬局に

おいては算定を不可と

する。

『※ 特別調剤基本料Ａを算定する薬局に関しては、か

かりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算２及

び吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料２、外来服

薬支援料１並びに調剤後薬剤管理指導料についても

同様。

※ 特別調剤基本料Ｂを算定する薬局に関しては、調

剤管理料、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導

料、かかりつけ薬剤師包括管理料、外来服薬支援料、

服用薬剤調整支援料、在宅患者訪問薬剤管理指導

料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者

緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、服薬情

報等提供料、調剤後薬剤管理指導料及び在宅移行

初期管理料についても同様。』と文末を同様と書かれて

いますが、算定できないとの意味でよろしいでしょうか？

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

厚労省

142 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

「７種類以上の内服薬」について、医科の通知内容が調

剤でも適用される場合

医師の指示分割・リフィル処方箋の場合における臨時的

に内服薬の追加投与等の判断は下記のいずれでしょう

か。

１．各受付回ごとの日数で判断

２．初回から最終回までの総合投与日数で判断

３．医師の指示分割、リフィル処方箋は常態としての投

与とし臨時投薬とはしない

４．その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

臨時薬の規定はない。

※留意事項通知　区分20使用薬剤料（６） 厚労省

144 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

「７種類以上の内服薬」について、医科の通知内容が調

剤でも適用される場合

「オ 臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、１処

方につき内服薬が７種類以上となる場合において、傷病

名欄からその必要性が明らかでない場合には、診療報酬

明細書の摘要欄にその必要性を記載する。」とあります

が、「傷病名欄からその必要性が明らかでない場合」と

は、調剤では「医師に必要性を確認し、摘要欄に記載」

ということになりますか。

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

臨時薬の規定はない。

※留意事項通知　区分20使用薬剤料（６） 厚労省

146 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

「7種類以上の内服薬」について調剤での算定単位が「1

受付」となる場合、同一医療機関から、医療保険の処

方せんと医療保険以外の処方せん（労災など）を受け

付け、あわせて1受付とした場合、あわせて種類数をカウ

ントしますか。

医療保険以外の部分については所管外であ

るため回答できない。

厚労省

12/36
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147 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

薬剤料逓減の計算方法は医科の計算方法が調剤にも

適用されますか。

（備考欄に詳細記載）

 

https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/re

zept/iryokikan/iryokikan_02.files/jiki_i0

1.pdf

 第１１章 医薬品レコードの記録方法 ※ 同一

処方の内服薬の合計点数から合計点数の

90/100の点数を四捨五入した点数を減じた点

数を記録します。（合計点数の10/100の四捨

五入ではありません。） 薬剤の合計点数＝Ｇと

する計算式。 逓減点数＝Ｇ－（Ｇ×0.9）

↑ 　　　　　　　　四捨五入

支払基金

148 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

「７種類以上の内服薬」について、医科の通知内容が調

剤でも適用される場合

「(ニ) 薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が 205

円以下の場合には、１種類とする。」

「所定単位当たり」とは、調剤では「1剤の1日分」（単

位薬剤料を計算する単位とは異なる）となりますか。

Rp1）A薬品

　　 B薬品　分３毎食後　３０日

Rp2）C薬品

D薬品　分３毎食後　２８日

１．Rp1とRp2は用法は同じで日数が異なるが、あわせ

て205円以下かを判定する

２．Rp1とRp2は用法は同じだが日数が異なるので、

別々に205円以下かを判定する

３．その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

205円以下の規定はない。

※留意事項通知　区分20使用薬剤料（６） 厚労省

149 S 2024/2/5 JAHIS 723

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

「７種類以上の内服薬」について、内服薬には、浸煎薬

を含む　かつ　「所定単位当たり」とは、調剤では「1剤の

1日分」の場合

浸煎薬の薬剤料は「1剤の1日分」ではなく、全量の薬剤

料（薬価×1日回数×日数）から205円以下かを判定

することになりますか。

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

205円以下の規定はない。

※留意事項通知　区分20使用薬剤料（６） 厚労省

152 S 2024/2/5 JAHIS 722

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

電算レセプトの記録として、医科レセプトではIYレコードに

記録していますが、調剤ではどこに記録することになります

か。

　１．IYレコード

　２．CZレコード

　３．SHレコード

　４．その他

支払基金

13/36
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153 S 2024/2/5 JAHIS 722

Ⅲ－８－④ いわゆる

同一敷地内薬局に関

する評価の見直し

５．多剤調剤時の薬

剤料を減額する規定

Ⅲ－９ー① 長期収

載品の保険給付の在

り方の見直し

多剤調剤時の薬剤料の減額に該当し、多剤の中に長

期収載品が含まれている場合１．２．のいずれになりま

すか。

１．薬剤料の減額と長期収載品の保険給付外の計算

は、それぞれ独立して計算

２．長期収載品も含めて多剤調剤時の薬剤料の減額

を算出し、そのうち選定療養に該当する薬品は保険適

用外とする。

（多剤調剤時の薬剤料減額は薬局の調剤報酬の減

額、選定療養は患者に対する保険適用可否と意味合

いが異なるため）

３．その他

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定

厚労省

154 S 2024/2/5 JAHIS

726 ① 長期収載品の保

険給付の在り方の見

直し

『１．長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、

選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後５

年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50％

以上となった長期収載品を対象に、後発医薬品の最高

価格帯との価格差の４分の３までを保険給付の対象と

する。』とありますが、患者負担について、差額の試算方

法を教えてください。

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定

厚労省

155 S 2024/2/5 JAHIS

726 ① 長期収載品の保

険給付の在り方の見

直し

『１．長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、

選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後５

年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50％

以上となった長期収載品を対象に、後発医薬品の最高

価格帯との価格差の４分の３までを保険給付の対象と

する。』とありますが、後発品の置換率50%以上となった

薬剤の考えについて教えてください。

・50％に達した翌月より対象になるのか？

・特定の期間を試算期間とし、○月より対象とするの

か？

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定

厚労省

156 S 2024/2/5 JAHIS 726

①長期収載品の保険

給付の在り方の見直

し

「後発医薬品の上市後５年以上経過したもの又は後発

医薬品の置換率が 50 ％以上となった長期収載品を対

象」とありますが、該当となる後発医薬品および長期収

載品は公開されるでしょうか？

また、いつ頃公開になるでしょうか？

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定

厚労省

157 S 2024/2/5 JAHIS 726

Ⅲ－９ー① 長期収

載品の保険給付の在

り方の見直し

選定療養対象となる長期収載品のリストの公開予定時

期はいつでしょうか？

また、そのリストは、どのような形式（項目）でしょうか？

例：　新たなExcelで、薬価基準コード、後発品の最高

価格を含む　等

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定

厚労省

158 S 2024/2/5 JAHIS 726

Ⅲ－９ー① 長期収

載品の保険給付の在

り方の見直し

調剤において、長期収載品の選定療養の計算方法は

複数の薬品が長期収載品に該当する場合には1剤毎に

単位薬剤料に対する計算となる認識で正しいでしょう

か？正しくない場合、計算方法をご提示ください。また、

端数処理を行うタイミングについても明示をお願いいたしま

す。

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定

厚労省

14/36
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161 S 2024/2/5 JAHIS 726

Ⅲ－９ー① 長期収

載品の保険給付の在

り方の見直し

選定療養は基本的に生活保護の患者は対象外との認

識ですが、生活保護の患者が長期収載品の薬品を希

望した場合（医学的見地に基づくケースではない場合）

の取扱いはどのようになるのでしょうか？

　１．主保険のある患者と同じように選定療養として取

扱う。

　２．選定療養の対象外とする。

　３．その他

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定

厚労省

163 S 2024/2/5 JAHIS 726

Ⅲ－９ー① 長期収

載品の保険給付の在

り方の見直し

「処方箋様式を改正する。」との記載がありますが、電子

処方箋に関しても同様に対応がなされると考えてよろしい

でしょうか？

【2/15JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり 厚労省

164 S 2024/2/5 JAHIS 726

Ⅲ－９ー① 長期収

載品の保険給付の在

り方の見直し

選定療養に関して紙レセプトの記載方法に変更があるの

でしょうか？あれば内容のご提示願います。

選定療養についての具体的な運用等の詳細

は今後示される予定
厚労省

165 S 2024/2/5 JAHIS 726

Ⅲ－９ー① 長期収

載品の保険給付の在

り方の見直し

選定療養に関して電算テキストの記載方法に変更があ

るのでしょうか？あれば内容のご提示願います。
支払基金

166 S 2024/2/5 JAHIS 737

医療 DX 及び医薬品

の安定供給に資する

取組の推進に伴う処

方等に係る評価の再

編

湿布薬の用語が貼付剤とかわり、麻薬と向精神薬を除く

旨の一文が追加されました。

この麻薬や向精神薬と判断するには、診療報酬情報提

供サービスの医薬品マスターより対象薬剤であるかを判断

する考えでよろしいですね。

※医薬品マスター 項番14 (麻薬・毒薬・覚醒剤原料・

向精神薬) 1=麻薬、5=向精神薬

支払基金

167 S 2024/2/5 JAHIS 737

①医療DX及び医薬

品の安定供給に資す

る取組の推進に伴う

処方等に係る評価の

再編

湿布薬から貼付剤へ用語の見直しが行われるとのことで

すが、対象となる薬剤に変更はないですよね？

【5/9JAHIS調剤改正分科会】

留意事項通知では下記のとおり

「貼付剤（ただし、麻薬若しくは向精神薬で

あるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除

く。）」

留意事項通知を確認されたい。

厚労省

169 S 2024/2/5 JAHIS

コロナ特例について 令和５年９月 15 日事務連絡「新型コロナウイルス感

染症の令和５年 10 月以降の医療提供体制の移行

及び公費支援の具体的内容について」中の「本措置は

令和６年３月末までとする」との記載がある部分につい

ては、その記載のとおり令和６年３月末で終了すると考

えてよろしいでしょうか？

以下など

具体的な自己負担額の上限は、１回の治療当たり、医

療費の自己負担割合が１割の方で 3,000 円、２割の

方で 6,000 円、３割の方で 9,000 円とし、３割の方

でもラゲブリオ等の薬価（約９万円）の１割程度

（9,000 円）にとどまるように見直す。なお、本措置に

ついては令和６年３月末までとする。

（※調剤薬局での２８感染症公費の取り扱いは令和

６年３月末で終了となる？）

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

3/5事務連絡あり。R06年3月末で終了とな

りました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/0000121431_0045

2.html

・～令和６年４月からの新型コロナ対応を組み込

んだ新たな診療報酬体系による～

などの記載があり、４月改正があることを前提とし

た内容だと思われる。改正が６月に変わった結

果、終了期限等が変わることがないのかを確認し

たい。

・～令和６年３月末までを対象期間として、

現行の「移行計画」を見直した上で～

等の記載もある。

厚労省
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170 S 2024/2/5 JAHIS

コロナ特例について 令和５年９月 15 日事務連絡「令和５年秋以降の新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な

取扱いについて」により通知された内容（調剤点数表関

連）については、特に終了期限は記載されていないことか

ら、４月以降も継続されるものと考えてよろしいでしょう

か？（５月末まで）

【3/5JAHIS調剤改正分科会】

3/5に通知あり、高齢者施設の特例対応を

除き終了となりました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/0000188411_0004

8.html

医科分については

入院料の算定の特例に

令和６年３月 31 日までの間

との記載がある 厚労省

173 S 2024/2/5 JAHIS 診療報酬改定DX

医薬品マスタのレイア

ウト変更

変更内容・時期等について教えてください。 【3/5JAHIS調剤改正分科会】

3/5に診療情報提供サービスに新レイアウト

版のファイルが掲載されました。

厚労省

174 S 2024/2/5 JAHIS 5

５ 居宅療養管理指

導費

【参考資料２－２】

介護報酬の算定構造

（R6.6.1 ）

特別地域居宅療養管理指導加算の列が2列存在して

いますが、2重算定可能ということでしょうか？ （JAHIS調剤改正分科会補足）

介護報酬改定の質問になります。
厚労省

175 S 2024/2/5 JAHIS 5

５ 居宅療養管理指

導費

【参考資料２－２】

介護報酬の算定構造

（R6.6.1 ）

麻薬管理指導加算、医療用麻薬持続注射療法加

算、在宅中心静脈栄養法加算 がそれぞれ併算定可能

かどうかは診療報酬の算定要件に従うと考えてよろしいで

しょうか？（現状では明確に併算定不可との記載はな

し）

（JAHIS調剤改正分科会補足）

介護報酬改定の質問になります。
厚労省

176 S 2024/3/12 JAHIS

別表第三

調剤報酬点数

表

P.13

服薬情報等提供料

２（ハ）

(８) 保険医療機関への情報提供については、「医師又

は歯科医師ごと月1回算定」と記載されています。

服薬情報等提供料２（ハ）介護支援専門員に必要

な情報を提供した場合について同月に複数の介護支援

専門員に情報を提供した場合は、介護支援専門員ごと

に月1回算定できますでしょうか。

できない。

厚労省

177 S 2024/3/12 JAHIS

別表第三

調剤報酬点数

表

P13

服薬情報等提供料

２（ハ）

介護支援専門員に必要な情報を提供する場合

複数の医療機関からの処方箋をもとにした患者の服薬

状況等の情報を提供した場合、どのように請求することに

なりますでしょうか。

１．いずれかの処方箋の発行元医療機関のレセプトで

請求する

２．その他

1

厚労省

178 S 2024/3/12 JAHIS

別添３

調剤報酬点数

表に関する事

項

P13

服薬情報等提供料 (８) 保険医療機関への情報提供については、

「医療機関または診療科ごとに月1回算定」から、「医師

又は歯科医師ごと月1回算定」に記載が見直されていま

す。

個別改定項目では服薬情報等提供料１，３について

言及はなかったと思いますが、服薬情報等提供料１，

２，３の同月内での算定はどういう扱いになるのでしょう

か？

１．医師または歯科医師ごとに服薬情報等提供料１

～３いずれかで月一回まで算定可。

２．医師または歯科医師ごと、服薬情報等提供料１

～３ごとに月一回まで算定可。

３．その他

服薬情報提供料１，２については、要件を

満たせば医療機関ごとに月１回まで算定可

能。

一方で、服薬情報提供料３については、入

院する医療機関が情報提供の対象となるた

め、他の医療機関への情報提供の対象とは

ならない。

「保険医療機関の医師又は歯科医師ごと月

1回算定」と記載されておりますので、ご確認

ください。

厚労省

16/36



調剤システム委員会会員限り
2024年6月　診療報酬改定　疑義①（調剤） 保健医療福祉情報システム工業会

調剤システム委員会

No．優先度 記入月日 会社名 ページ 項目名 疑義事項 疑義回答 厚労省回答5/9 備　考 紹介先

179 S 2024/3/13 JAHIS

調剤報酬点数

表 13ページ

調剤報酬点数

表に関する事

項 54ページ

服薬情報等提供料２ 調剤報酬点数表には、「２については、保険薬剤師がそ

の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得

た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患

者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又

は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供を

行った場合に月１回に限り算定する。」と記載されていま

すが、調剤報酬点数表に関する事項には、「介護支援

専門員に対して服薬情報等を提供し服薬情報等提供

料２を算定した場合であって、処方箋を発行した保険医

療機関の医師又は歯科医師に対しても同様の服薬情

報等の提供を行った場合においては、服薬情報等提供

料２を別に算定できる。」と記載されています。

「服薬情報等提供料２イ」と「服薬情報等提供料２ハ」

を同一月で算定することはできますか？

また、「服薬情報等提供料２ロ」と「服薬情報等提供料

２ハ」についても同一月で算定することはできますか？

可

厚労省

180 S 2024/3/12 JAHIS

別表第三

調剤報酬点数

表

P14

使用薬剤料

注２

所定点数の100分の90に相当する点数により算定する

計算方法は下記でよろしいでしょうか。

例

Rp1）薬品4銘柄　　単位薬剤料：3点　分１朝食後

14日

Rp2）薬品4銘柄　　単位薬剤料：6点　分１朝食後

21日

計算方法（Rpごとに計算する）

Rp1）Rp1の所定点数=3点×14日=42点

　　　　Rp1の多剤投与の薬剤料=42×90/100（四

捨五入）=38点

Rp2）Rp2の所定点数=6点×21日

　　　　Rp2の多剤投与の薬剤料=126×90/100（四

捨五入）=113点

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

留意事項通知　区分20使用薬剤料（６）イ

厚労省

181 S 2024/3/12 JAHIS

別表第三

調剤報酬点数

表

P14

使用薬剤料

注２

所定点数の100分の90に相当する点数により算定する

計算方法は　所定点数×90/100（四捨五入）　と考

えてよろしいでしょうか。四捨五入するタイミングの確認で

す。

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

留意事項通知　区分20使用薬剤料（６）イ

厚労省

182 S 2024/3/13 JAHIS

別添３　調剤

報酬点数表に

関する事項

P.58

区分２０ 使用薬剤

料

(６) 「注２」の多剤

投与の場合の算定

医科の通知の下記内容は、全て調剤には適用されない

ということでよいでしょうか？

ア(ニ)： 薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205

円以下の場合には、１種類とする。

ウ： 「注３」の算定は、常態として投与する内服薬が７

種類以上の場合に行い、（以下略）

エ： ウの臨時に投与する薬剤とは（以下略）

オ： 臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、

（以下略）

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

留意事項通知　区分20使用薬剤料の

（６）の規定以外に条件はない

※3/22厚労省より口頭回答

厚労省

17/36
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調剤システム委員会

No．優先度 記入月日 会社名 ページ 項目名 疑義事項 疑義回答 厚労省回答5/9 備　考 紹介先

183 S 2024/3/13 JAHIS

別添３　調剤

報酬点数表に

関する事項

P.58

区分２０ 使用薬剤

料

(６)イ

「「注２」の「所定点数」とは、・・・をいう。」について、薬剤

料は下記のように計算する認識で合ってますでしょうか？

（剤ごとに、1日分の点数を100分の90して四捨五入し

てから日数を乗じる、で合っているかの確認です。）

▼例

　剤1) 内服 1日分88点×15日分

　剤2) 内服 1日分71点×20日分

　剤3) 内服 1日分20点×20日分

　剤4) 内服 1日分13点×30日分

　剤5) 内服 1日分24点×30日分

　剤6) 浸煎 1調剤 42点

　剤7) 内滴 1調剤 114点

　剤8) 外用 1調剤 320点

　　↓↓↓

　剤1) 88×0.9×15≒79×15＝1185点

　剤2) 71×0.9×20≒64×20＝1280点

　剤3) 33×0.9×20≒30×20＝600点

　剤4) 50×0.9×30≒45×30＝1350点

　剤5) 24×0.9×30≒22×30＝660点

　剤6) 42×0.9≒38点

　剤7) 114×0.9≒103点

　剤8) 320点　※減算なし

　⇒処方全体の薬剤料の合計は、剤1～剤8の各計算

結果を合計して「5536点」

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

1日ごとの薬剤料減算ではなく、日数を乗じ

た後に90/100

留意事項通知　区分20使用薬剤料（６）イ

厚労省

184 S 2024/3/13 JAHIS

別添３　調剤

報酬点数表に

関する事項

P.58

区分２０ 使用薬剤

料

(６)イ

「ただし、同一保険医療機関における異なる診療科の複

数の保険医が発行する処方箋を同時に受け付けた場合

は、それぞれの処方箋の内服薬の薬剤料を合計して計

算する。」

の意味合いについて、下記のように計算するということで

しょうか？

もし下記の通りでない場合、同一保険医療機関複数診

療科の処方を同時に受け付けた場合の具体的な計算

方法をご教示いただきたいです。

（No183に記載したのとは異なる計算方法になるのかの

確認です。）

▼例　※A～G薬は全て内服薬とします。

　[1枚目] X病院内科

　　A薬　1日分10点×20日分

　　B薬　1日分15点×20日分

　　C薬　1日分20点×20日分

　　D薬　1日分25点×30日分

　　E薬　1日分30点×30日分

　

　[2枚目] X病院整形外科

　　F薬　1日分10点×30日分

　　G薬　1日分20点×30日分

⇒A～Gごとに薬剤料合計（1日分薬剤料×日数）を

計算し、その合計点数に対して100分の90して計算す

る。

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

厚労省

18/36
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185 S 2024/3/13 JAHIS

別添３　調剤

報酬点数表に

関する事項

P.58

区分２０ 使用薬剤

料

(６)イ

No184に関連して、同一剤内に公費対象と公費対象

外の内服薬が混在する場合、計算方法は以下①～③

のどれになりますでしょうか？

▼例　※剤2以降は記載省略

　剤1) 内服 分1 朝食後 20日分

　　　　A薬　1日分22点　公費適用

　　　　B薬　1日分16点　公費外

▼剤1の薬剤料計算方法

①公費/公費外ごとに、1日分点数×0.9×日数 を計算

して合計する

　公費分(A薬)：26×0.9×20≒23×20＝460点

　公費外分(B薬)：16×0.9×20≒14×20＝280点

　合計： 740点

②剤全体で、1日分点数×0.9×日数 を計算する

　　(26＋16)×0.9×20≒38×20＝760点

　　※①の結果と誤差が出るため、公費対象点数と対象

外点数の間で誤差の調整が必要

③その他

【3/29JAHIS調剤改正分科会】

②

　理由：レセプト記載要領案「医・歯・調-

95」（25）薬剤料欄の記載に薬剤料の逓

減に該当する場合であっても。控除した得た

点数が

０点となるものについては記載しないと記載さ

れています。

厚労省

186 S 2024/3/12 JAHIS

別添３

調剤報酬点数

表に関する事

項

P57

使用薬剤料

「注２」の多剤投与の

場合の算定

(ハ) 散剤、顆粒剤、液剤、浸煎薬及び湯薬について

は、１銘柄ごとに１種類と計算する。

浸煎薬も1銘柄1種類とのことですが、複数の薬をまとめ

て浸煎した場合でもそれぞれ1種類と計算してよろしいで

しょうか。

１．1銘柄1種類として計算する

２．混合されたものとしてまとめて1種類として計算する

３．その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

２

留意事項通知　区分20使用薬剤料の

（６）の（ハ）（ニ）より

（ハ）散剤、課粒剤、液剤、浸煎薬及び湯

薬については、1銘柄ごとに1種類と計算す

る。

（ニ）（ハ）の薬剤を混合して服薬できる

よう調剤を行ったものについては、1種類とす

る。

※3/22厚労省より口頭回答

厚労省

187 S 2024/3/12 JAHIS

別添３

調剤報酬点数

表に関する事

項

P57

使用薬剤料

「注２」の多剤投与の

場合の算定

１銘柄ごとに１種類と計算する。

1銘柄とは同一有効成分同一剤形だが商品名は異なる

薬品も含まれると考えてよろしいでしょうか。

○○錠１０ｍｇ「◆◆」　と　○○錠１０ｍｇ「▲▲」

は同一有効成分同一剤形だが商品名は異なる。この場

合は、銘柄は異なることになるのか。

１．同一有効成分同一剤形で商品名が異なる薬品の

場合、まとめて1種類と計算する

２．同一有効成分同一剤形で商品名が異なる薬品の

場合、それぞれ1種類として計算する

３．その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

留意事項通知　区分20使用薬剤料の

（６）の規定以外に条件はない。

そのため、回答は２

※3/22厚労省より口頭回答

厚労省

19/36
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188 S 2024/3/12 JAHIS

別添３

調剤報酬点数

表に関する事

項

P57

使用薬剤料

「注２」の多剤投与の

場合の算定

１銘柄ごとに１種類と計算する。

銘柄が異なる薬品を漸減や交互で服用する場合、それ

ぞれ1種類として計算してよろしいでしょうか。

１．漸減や交互で服用する場合、それぞれ1種類として

計算する

２．漸減や交互で服用する場合、まとめて1種類として

計算する

３．その他

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

１

厚労省

192 S 2024/3/12 JAHIS

調剤報酬点数

表に関する事

項

P.6

９ 在宅薬学総合体

制加算

(１) 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬

学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価する

ものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者

緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等

共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導

費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する

患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場

合に算定できる。

上記記載より処方箋受付1回につき当該加算が算定可

能と解釈しておりますが、改正前に長期分割または後発

分割を開始し、1回目で当該加算を算定できない場合

（2024/5/31以前で算定不可を想定）は、2回目

（2024/06/01以降を想定）で算定することは可能で

しょうか。

１．算定可能

２．算定不可

３．その他

３

調剤基本料を算定する場合に限り加算でき

る。

厚労省

193 S 2024/3/12 JAHIS

調剤報酬点数

表に関する事

項

P.6

10 医療ＤＸ推進体

制整備加算

医療ＤＸ推進体制整備加算は、～中略～処方箋受

付１回につき４点を所定点数に加算する

上記記載より処方箋受付1回につき算定可能ということ

ですが、長期分割または後発分割を行った場合、1回目

で当該加算を算定していない場合は、2回目で算定する

ことは可能でしょうか。

患者１人につき同一月に２回以上調剤を

行った場合においても、月１回のみの算定。

厚労省

20/36
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194 S 2024/3/12 JAHIS

調剤報酬点数

表に関する事

項

P.7

次に掲げる調剤基本

料に規定する加算及

び減算について

特別調剤基本料Aで改正後の3点未満の調剤基本料

の電算コードの記録はどのようになるのでしょうか？

１．改正以前と同様に3点未満の組み合わせに応じて

合成コードを作成

２．3点未満の場合に点数調整するための電算コードを

新規で作成

【3/15　JAHIS改正分科会】

１．改正以前と同様に3点未満の組み合わ

せに応じて合成コードを作成

改正後で3点未満となるケースは下記のケースとな

る認識です。

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

後発医薬品減算

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

地域支援体制加算3(特別調剤基本料A)+後

発医薬品減算

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

地域支援体制加算4(特別調剤基本料A)+後

発医薬品減算

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

在宅薬学総合体制加算1(特別調剤基本料

A)+後発医薬品減算

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

地域支援体制加算3(特別調剤基本料A)+在

宅薬学総合体制加算1(特別調剤基本料A)+

後発医薬品減算

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

同時受付減算(100分の80)

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

同時受付減算(100分の80)+後発医薬品減算

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

同時受付減算(100分の80)+地域支援体制加

算3(特別調剤基本料A)+後発医薬品減算

特別調剤基本料A+妥結減算(100分の50)+

同時受付減算(100分の80)+地域支援体制加

算4(特別調剤基本料A)+後発医薬品減算

支払基金

195 S 2024/3/12 JAHIS

調剤報酬点数

表に関する事

項

P.7

次に掲げる調剤基本

料に規定する加算及

び減算について

特別調剤基本料Bでは届け出等がない薬局のため、調

剤基本料の注８に規定する厚生労働大臣が定める保

険薬局（後発医薬品減算）や調剤基本料の注４に

規定する保険薬局（妥結減算）が該当するケースはな

いと考えてよいでしょうか？

【3/15　JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

厚労省

196 S 2024/3/12 JAHIS

調剤報酬点数

表に関する事

項

P.7

次に掲げる調剤基本

料に規定する加算及

び減算について

特別調剤基本料Bで同時受付減算（100分の80）に

該当する場合には特別調剤基本料Bとは別の電算コー

ドでの記録（特別調剤基本料B+同時受付減算

（100分の80）の合成コード）が必要でしょうか？

【3/15　JAHIS調剤改正分科会】

不要

特別調剤基本料B自体が3点のため、減算規定

の何が適用されても算出後3点未満になり、3点を

取ることになるため、出力分けをする必要性はない

認識です。
支払基金
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調剤システム委員会
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198 S 2024/3/12 JAHIS

調剤報酬点数

表に関する事

項

P.47

(16) 夜間訪問加

算、休日訪問加算及

び深夜訪問加算

イ 訪問時間については、保険医から日時指定の指示の

ある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示

より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った

場合に限るものであること。

との記載がありますが、夜間訪問加算、深夜訪問加算の

算定について以下のケースはいずれとなりますでしょうか

【ケース１】　※処方箋ありの場合

処方箋の受付時間「17:50」　＊開局時間内

患家を訪問時間「18:30」　＊開局時間外

ア：夜間訪問加算は算定できない

イ：夜間訪問加算が算定できる

ウ：その他

【ケース２】　※処方箋なしの場合

保険医の指示を受けた時間「21:40」

患家を訪問した時間「22:10」

ア：夜間訪問加算が算定できる

イ：深夜訪問加算が算定できる

ウ：その他

【3/22JAHIS改正分科会】

ケース１、２いずれもイ

厚労省

199 S 2024/3/13 JAHIS

調剤報酬点数

表 13～14

ページ

在宅患者重複投薬・

相互作用等防止管

理料

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料１と在宅

患者重複投薬・相互作用等防止管理料２は、併算定

できないですよね？

貴見のとおり。

厚労省

200 S 2024/3/13 JAHIS

調剤報酬点数

表 11～12

ページ

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料

在宅緊急訪問薬剤指導料の算定回数は在宅患者緊

急訪問薬剤管理指導料１と在宅患者緊急訪問薬剤

管理指導料２を合わせて月４回（末期の悪性腫瘍の

患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあって

は、原則として月８回）に限り算定可となっています。

この算定回数の中に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料の注10の算定も含まれるのでしょうか？

注10については新興感染症への対応である

ため、現時点では注1の場合の算定回数に

含めることを想定していないが、具体的な取

扱いについては実際の運用等を踏まえてに検

討されることになる。 厚労省

201 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P.312～

第88の２　調剤基本

料２

１のアの（イ）に記載される「１月における処方箋受付

回数が多い上位３の保険医療機関」における、処方箋

受付回数には、情報通信機器を用いた服薬指導を行っ

た場合の回数は含めますか？

１．含める

２．含めない

３．その他

【3/15　JAHIS調剤改正分科会】

２．含めない

厚労省

202 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P.312～

第88の２　調剤基本

料２

１のアの（イ）に記載される「１月における処方箋受付

回数が多い上位３の保険医療機関」における、処方箋

受付回数には、同一グループの保険薬局の勤務者及び

その家族の回数は含めますか？

１．含める

２．含めない

３．その他

【3/15　JAHIS調剤改正分科会】

２．含めない

厚労省
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203 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P322

１ 地域支援体制加

算に関する施設基準

「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注10（新設

の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（感染症

等））」に従って算定した指導料の回数は、(１)ア(ロ)

⑦の在宅居宅の算定回数、(１)ウ(ロ)⑦の在宅居宅の

算定回数、（４）ウの（在宅居宅系指導）の回数に

含めて良いでしょうか？

１．含める

２．含めない

３．その他

含めることができる。

厚労省

204 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P332

１ 在宅薬学総合体

制加算１に関する施

設基準

１(2)

「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注10（新設

の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（感染症

等））」に従って算定した指導料の回数は、１(2)の在

宅居宅指導の回数に含めて良いでしょうか？

１．含める

２．含めない

３．その他

含めることができる。

厚労省

205 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P333

２ 在宅薬学総合体

制加算２に関する施

設基準

2(2)イ

「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注10（新設

の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（感染症等）」

に従って算定した指導料の加算（注４若しくは注５）

の回数は、2(2)イの在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料の注４若しくは注５に規定する加算の回数に含めて

良いでしょうか？

１．含める

２．含めない

３．その他

含めることができる。

厚労省

206 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P793

様式84　調剤基本料

の施設基準に係る届

出書添付書類

【記載上の注意】

１０の記載内容

10 「６」の⑥については、同一グループの保険薬局の勤

務者及びその家族の処方箋を除外した上で、⑤／④、

同様に、同一グループの保険薬局の勤務者及びその家

族の処方箋を除外した上で、「６」の⑧については⑦／

④、「６」の⑨については⑧／④として計算する。

とありますが、様式84の６の項番と整合が取れません。

正しくは「６」の⑨については⑦／④、「６」の⑩について

は⑧／④として計算する。

ではないでしょうか？

4月30日付け訂正通知にて対応済み。

厚労省

207 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P.793

様式84　調剤基本料

の施設基準に係る届

出書添付書類

【記載上の注意】

１０の記載内容

10 「６」の⑥については、同一グループの保険薬局の勤

務者及びその家族の処方箋を除外した上で、⑤／④

④⑤いずれからも同一グループの保険薬局の勤務者及

びその家族の処方箋の受付回数は除外しますか？

１．④⑤いずれからも除外する

２．⑤のみ除外する

３．④のみ除外する

４．その他

【3/15　JAHIS調剤改正分科会】

１．④⑤いずれからも除外する。

厚労省
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208 S 2024/3/12 JAHIS

特掲診療料の

施設基準等及

びその届出に関

する手続きの取

扱いについて

P.793

様式84　調剤基本料

の施設基準に係る届

出書添付書類

【記載上の注意】

１０の記載内容

P313　調剤基本料２の施設基準に関する留意点

（３）に「ただし、処方箋集中率を算出する際に、情報

通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋受付

回数は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回

数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付

回数に含めない。」と記載されている。

様式84の【記載上の注意】には同様の記載がないが、記

載する集中率を算出する際は情報通信機器を用いた服

薬指導を行った場合の処方箋受付回数は含めますか？

１．含める

２．含めない

３．その他

今回の改定の対象ではない事項であるの

で、従来からの取扱いどおり。

厚労省

209 S 2024/3/13 JAHIS

調剤報酬点数

表 9ページ

調剤報酬点数

表に関する事

項 33～34、

38ページ

施設連携加算 在宅協力薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った

場合で、在宅基幹薬局にて外来服薬支援料２を算定

した際に、施設連携加算は在宅基幹薬局で算定するこ

とができますか？

その場合、在宅基幹薬局用の施設連携加算の調剤行

為コードは新規に作成されるのでしょうか？

施設連携加算は特別養護老人ホームに入

所する患者を対象とするため、基本的には訪

問薬剤管理指導料を算定することはない

が、特定の条件下で算定することがあれば薬

学管理料の加算として処理されたい。

コードを作成するかについては支払基金にご

確認ください。

厚労省

支払基金

210 S 2024/3/7 JAHIS

様式87 の３

の６

特掲診療料の施設基

準等及びその届出に

関する手続きの取扱

いについて

様式87 の３の６の「医療ＤＸ推進体制整備加算の

施設基準に係る届出書添付書類」について

「５ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理

体制」として選択肢は「□電子薬歴システムを導入してい

る」「電子薬歴システムの製品名（　　　）」となっていま

すがこれは電子薬歴が導入されていたらこの要件を満た

すということで正しいでしょうか

※要は電磁的記録による調剤録＝電子調剤録は別シ

ステム（別商材）になっているベンダーが多いかと思いま

す。

この部分に触れていないように見受けられましたのでその

確認となります。

電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴

の管理の体制を有していることが施設基準で

ある。

厚労省

211 S 2024/3/13 JAHIS 6

新型コロナウイルス感

染症に係る診療報酬

上の取扱い等

１．高齢者施設等に

おける調剤の取扱い

①

介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コ

ロナウイルス感染症患者に対して、在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料１（500 点）等と薬剤費が算定でき

る旨の記載がありますが、この算定した費用はどのように

請求しますか。

①介護医療院または介護老人保健施設へ費用請求

②薬局からレセプトによる保険請求

【3/15　JAHIS改正分科会】

②

保険負担分はレセプト請求

厚労省

212 S 2024/3/13 JAHIS 49

令和６年度診療報

酬改定の概要 （調

剤）

高齢者施設における

調剤報酬の取扱いの

見直し

介護医療院と介護老人保健施設より交付された処方

箋について、改定後は調剤基本料、薬剤調製料、調剤

管理料、服薬管理指導料３、外来服薬支援料２、薬

剤料、特定保険医療材料料が算定可能となりますが、

この費用はどのように請求しますか。

①介護医療院または介護老人保健施設へ費用請求

②薬局からレセプトによる保険請求

【3/15　JAHIS改正分科会】

②

保険負担分はレセプト請求

厚労省
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215 S 2024/3/14 JAHIS 681

① 薬局薬剤師の業

務実態及び多職種連

携のニーズ

に応じた薬学管理料

の見直し

上記214とかぶるが、資料が提供されていないRMPに関

しては加算の対象外という認識で良いか？ 【3/29JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり
疑義解釈（その１）問21 厚労省

220 S 2024/3/13 JAHIS
6ページ(別添

２)

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料１、

在宅患者緊急オンライ

ン薬剤管理指導料

本文書には、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又

は在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料に係る加算

は算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理

指導料に係る加算を算定することができる。」と記載がさ

れています。

令和６年６月１日以降は、次の加算は算定不可(廃

止)になるということ良いでしょうか？

特定薬剤管理指導加算１（服薬管理指導料）（特

例）

調剤後薬剤管理指導加算（特例）

基金に確認してください。

(事務連絡 令和６年３月５日)

令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染

症対応への見直しを踏まえた

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取

扱い等について

https://www.mhlw.go.jp/content/1240

4000/001220654.pdf

支払基金

221 S 2024/3/13 JAHIS
6ページ(別添

２)

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料１、

在宅患者緊急オンライ

ン薬剤管理指導料

本文書には、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又

は在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料に係る加算

は算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理

指導料に係る加算を算定することができる。」と記載がさ

れています。

令和６年６月１日以降は、次の加算も算定可能にな

るということで良いでしょうか？

特定薬剤管理指導加算1イ(服薬管理指導料)(特例)

特定薬剤管理指導加算1ロ(服薬管理指導料)(特例)

特定薬剤管理指導加算3イ(服薬管理指導料)(特例)

特定薬剤管理指導加算3ロ(服薬管理指導料)(特例)

基金に確認してください。

(事務連絡 令和６年３月５日)

令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染

症対応への見直しを踏まえた

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取

扱い等について

https://www.mhlw.go.jp/content/1240

4000/001220654.pdf

支払基金

222 S 2024/3/12 JAHIS

調剤行為マスタ 在宅薬学総合体制

加算

包括識別区分

在宅薬学総合体制加算１ 、２は点数表からは調剤基

本料の加算のため、かかりつけ薬剤師包括の包括対象

になると考えられますが、m.csvの項目22の包括識別区

分が0となっています。正しくは2ではないでしょうか？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

正しくは２

包括対象となる。

※3/22厚労省口頭回答

支払基金

223 S 2024/3/12 JAHIS

調剤行為マスタ 医療ＤＸ推進体制

整備加算

包括識別区分

医療ＤＸ推進体制整備加算は点数表からは調剤基本

料の加算のため、かかりつけ薬剤師包括の包括対象にな

ると考えられますが、m.csvの項目22の包括識別区分

が0となっています。正しくは2ではないでしょうか？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

正しくは２

包括対象となる。

※3/22厚労省口頭回答

支払基金

224 S 2024/3/12 JAHIS

調剤行為マスタ 在宅薬学総合体制

加算

減算対象行為区分

在宅薬学総合体制加算１ 、２は点数表からは調剤基

本料の加算のため、医師の指示による分割の分割対象

になると考えられますが、m.csvの項目20の減算対象行

為区分が0となっています。正しくは4ではないでしょうか？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

正しくは4

減算対象となる。

※3/22厚労省口頭回答

支払基金

225 S 2024/3/12 JAHIS

調剤行為マスタ 医療ＤＸ推進体制

整備加算

減算対象行為区分

医療ＤＸ推進体制整備加算は点数表からは調剤基本

料の加算のため、医師の指示による分割の分割対象に

なると考えられますが、m.csvの項目20の減算対象行

為区分が0となっています。正しくは4ではないでしょうか？

【3/22JAHIS調剤改正分科会】

正しくは4

減算対象となる。

※3/22厚労省口頭回答

支払基金
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調剤システム委員会会員限り
2024年6月　診療報酬改定　疑義①（調剤） 保健医療福祉情報システム工業会

調剤システム委員会

No．優先度 記入月日 会社名 ページ 項目名 疑義事項 疑義回答 厚労省回答5/9 備　考 紹介先

226 S 2024/3/12 JAHIS

調剤行為マスタ 在宅薬学総合体制

加算

在宅薬学総合体制加算１ 、２は点数表からは調剤基

本料の加算のため、時間外加算等の基礎点数に含まれ

ると考えられますが、m.csvの項目45の時間外加算区

分が0となっています。正しくは1ではないでしょうか？

支払基金

227 S 2024/3/12 JAHIS

調剤行為マスタ 医療ＤＸ推進体制

整備加算

医療ＤＸ推進体制整備加算は点数表からは調剤基本

料の加算のため、時間外加算等の基礎点数に含まれる

と考えられますが、m.csvの項目45の時間外加算区分

が0となっています。正しくは1ではないでしょうか？

支払基金

228 S 2024/3/13 JAHIS

調剤行為マスタ - 3月6日公開の調剤行為マスタにて、改正分内容

（PDF）と調剤行為マスタ（CSV）に記載されている

調剤行為コードに差異がありました。

CSVが正しい認識で問題ありませんでしょうか。

①夜間訪問加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料1)

　PDF：440021510　CSV：440021670

②休日訪問加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料1)

　PDF：440021670　CSV：440021770

③深夜訪問加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料1)

　PDF：440021770　CSV：440021870

④在宅患者緊急ｵﾝﾗｲﾝ薬剤管理指導料(感染症)

　PDF：440021870　CSV：440021510

⑤在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(残薬

調整以外)

　PDF：440022310　CSV：440022210

⑥在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1(残

薬調整)

　PDF：440022210　CSV：440022310

⑦在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2(残

薬調整以外)

　PDF：440022510　CSV：440022410

⑧在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2(残

薬調整)

　PDF：440022410　CSV：440022510

支払基金

229 S 2024/4/1 JAHIS

疑義解釈資

料（その１）

132ページ

【使用薬剤料】

以下の処方箋を同時に受け付けた場合、逓減対象とな

りますか？

処方箋①

　処方日 2024/06/01　Ａ病院　内科

　 内服薬　種類数４種

処方箋②

　処方日 2024/06/02　A病院　内科

　 内服薬　種類数３種

※処方日違い、同一診療科

【4/1JAHIS調剤改正分科会】

逓減対象となる。

あくまで「一回の処方箋受付のうち」と留

意事項に記載されているため。

Q

① ここでの「１処方につき７種類以上」とは、

「同一処方月日において７種類以上」という

理解でよいか。

A

そのとおり

についての取り扱い

26/36



調剤システム委員会会員限り
2024年6月　診療報酬改定　疑義①（調剤） 保健医療福祉情報システム工業会

調剤システム委員会

No．優先度 記入月日 会社名 ページ 項目名 疑義事項 疑義回答 厚労省回答5/9 備　考 紹介先

230 S 2024/4/1 JAHIS

疑義解釈資

料（その１）

132ページ

【使用薬剤料】

以下の処方箋を同時に受け付けた場合、逓減対象とな

りますか？

処方箋①

　処方日 2024/06/01　Ａ病院　内科

　 内服薬　種類数４種

処方箋②

　処方日 2024/06/02　A病院　外科

　 内服薬　種類数３種

※処方日違い、別診療科

【4/1JAHIS調剤改正分科会】

逓減対象となる。

あくまで「一回の処方箋受付のうち」と留

意事項に記載されているため。

〃

231 S 2024/4/1 JAHIS

疑義解釈資

料（その１）

132ページ

【使用薬剤料】

以下の処方箋を同時に受け付けた場合、逓減対象とな

りますか？

処方箋①

　処方日 2024/06/01　Ａ病院　内科

　 内服薬　種類数４種

処方箋②

　処方日 2024/06/01　A病院　外科

　 内服薬　種類数３種

※同一処方日、別診療科

【4/1JAHIS調剤改正分科会】

逓減対象となる。

あくまで「一回の処方箋受付のうち」と留

意事項に記載されているため。

上記に関連（念のための確認）

232 S 2024/4/1 JAHIS

疑義解釈資

料（その１）

132ページ

【使用薬剤料】

以下の処方箋を同時に受け付けた場合、逓減対象とな

りますか？

処方箋①

　処方日 2024/06/01　Ａ病院　内科

　 内服薬　種類数４種

処方箋②

　処方日 2024/06/01　A病院　歯科

　 内服薬　種類数３種

※同一処方日、別診療科（医科、歯科）

【4/1JAHIS調剤改正分科会】

逓減対象とならない。

受付回ごとに判断するため。

上記に関連（念のための確認）

233 S 2024/4/1 JAHIS

疑義解釈資

料（その１）

132ページ

【使用薬剤料】

以下の処方箋を同時に受け付けた場合、逓減対象とな

りますか？

処方箋①

　処方日 2024/06/01　Ａ病院　内科

　 内服薬　種類数４種

　午前受付

処方箋②

　処方日 2024/06/01　A病院　内科

　 内服薬　種類数３種

　午後受付

　（急変時など、処方箋①とは一連の診療行為ではな

いと判断される場合）

※同一処方日、同一診療科（急変時）

【4/1JAHIS調剤改正分科会】

逓減対象とならない。

受付回ごとに判断するため。

上記に関連（念のための確認）

234 S 2024/4/8 JAHIS

診療報酬請求

書等の記載要

領

P.89

１ 調剤報酬

明細書の記載

要領に関する

一般的事項

（３）

在宅移行初期管理

料

当該年月に調剤がないケースが想定されますが、その場

合の電算レセプトでの請求における記録先はどちらになる

のでしょうか？

１．摘要薬学管理料欄へ記録する

２．薬学管理料欄へ記録する

３．その他

---

(事例）

6/28に薬を届け（指導なし）、7月に訪問薬剤管理指

導を実施し、その後、何らかの理由で7月に調剤がなかっ

た場合に7月のレセは在宅患者訪問薬剤管理指導料と

在宅移行初期管理料のみのレセになる

在宅移行初期管理料は、当該患者において在宅

患者訪問薬剤管理指導料（単一建物診療患

者が１人の場合に限る。）、居宅療養管理指導

費及び介護予防居宅療養管理指導費（いずれ

も保険薬局の保険薬剤師が行う場合に限り、単

一建物居住者が１人の場合に限る。）の算定し

た初回算定日の属する月に１回に限り算定する。

支払基金
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調剤システム委員会会員限り
2024年6月　診療報酬改定　疑義①（調剤） 保健医療福祉情報システム工業会

調剤システム委員会

No．優先度 記入月日 会社名 ページ 項目名 疑義事項 疑義回答 厚労省回答5/9 備　考 紹介先

235 S 2024/4/8 JAHIS

診療報酬請求

書等の記載要

領

P.89

１ 調剤報酬

明細書の記載

要領に関する

一般的事項

（３）

服薬情報等提供料

３

単独の明細書

令和6年6月以降の電算レセプトでの請求において、服

薬情報等提供料３の請求を行う場合の記録先は外来

服薬支援料１などと同様に薬学管理料欄への記録でよ

ろしいでしょうか？

１．薬学管理料欄へ記録する

２．摘要薬学管理料欄へ記録する

３．その他

【4/16JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり

令和6年5月以前分は調剤なしの場合は摘要薬

学管理料欄への記録となっていたため、念のため、

確認です。
支払基金

236 S 2024/4/8 JAHIS

診療報酬請求

書等の記載要

領

P89

１ 調剤報酬

明細書の記載

要領に関する

一般的事項

（３）

服薬情報等提供料

３

単独の明細書

(３) 同一患者につき、同一医療機関の保険医が交付

した処方箋に係る調剤分については、一括して１枚の明

細書に記載すること。ただし、歯科と歯科以外の診療科

の処方箋については、それぞれ別の明細書に記載するこ

と。また、外来服薬支援料１、服薬情報等提供料３及

び退院時共同指導料に係る明細書については、処方箋

に基づく調剤分に係る明細書とは別とし、それぞれ単独の

明細書とすること。

------------------------------------------

上記について、服薬情報等提供料３は令和6年6月調

剤分から単独の明細書になる（令和6年5月調剤分ま

では現行とおり単独の明細書にはならない）　と考えてよ

ろしいでしょうか。

【4/10JAHIS調剤改正分科会】

そのとおり
厚労省

237 S 2024/4/8 JAHIS

診療報酬請求

書等の記載要

領

P92

２ 調剤報酬

明細書に関す

る事項

(14) 「保険医

療機関の所在

地及び名称」

欄、「都道府県

番号」欄、「点

数表番号」欄

及び「医療機

関コード」欄に

ついて

服薬情報等提供料

３

単独の明細書

（省略）

また、外来服薬支援料１及び退院時共同指導料に係

る明細書については記載しないこと。

（省略）

---------------------------------------------

上記について、服薬情報等提供料３の記載がありませ

んが、服薬情報等提供料３も「保険医療機関の所在

地」などの情報は記載しない　と考えてよろしいでしょうか。

厚労省
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2024年6月　診療報酬改定　疑義①（調剤） 保健医療福祉情報システム工業会

調剤システム委員会

No．優先度 記入月日 会社名 ページ 項目名 疑義事項 疑義回答 厚労省回答5/9 備　考 紹介先

238 S 2024/4/8 JAHIS

診療報酬請求

書等の記載要

領

P94

２ 調剤報酬

明細書に関す

る事項

(21) 「処方」

欄について

該当の「処方」欄の薬

剤名の下に「薬剤料

逓減（90/100）

（内服薬）」

イ 特別調剤基本料Ａ又は特別調剤基本料Ｂを算定

する保険薬局において、１処方につき７種類以上の内

服薬の調剤を行い、薬剤料を所定点数の 100 分の

90 に相当する点数で算定した場合は、該当の「処方」

欄の薬剤名の下に「薬剤料逓減（90/100）（内服

薬）」と表示すること。

----------------------------------------------

薬剤が複数ある場合、最後の薬剤名の下に１つだけ表

示すると考えてよろしいでしょうか。

例）

A薬品

B薬品

C薬品

薬剤料逓減（90/100）（内服薬）　←最後の薬剤

名の下

分１朝食後　3日

--------------

D薬品

E薬品

F薬品

G薬品

薬剤料逓減（90/100）（内服薬）　←最後の薬剤

名の下

分１夕食後　3日

厚労省

239 S 2024/4/8 JAHIS

別表Ⅰ　調剤

報酬明細書の

「摘要」欄への

記載事項等一

覧

項番：9

区分：10の3、13の

2

吸入薬指導加算

「令和6年6月1日適用」欄に※の記載がありません。

令和6年5月までの調剤分のコメントは令和4年度改定

の別表Ⅰのコメントを使用してもよろしいでしょうか。

令和４年度診療報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000188411_00037.html

別表Ⅰ

項番：8　区分：10の3　吸入薬指導加算

厚労省

240 S 2024/4/8 JAHIS

別表Ⅰ　調剤

報酬明細書の

「摘要」欄への

記載事項等一

覧

項番：10、11

区分：10の4

調剤後薬剤管理指

導料1、2

調剤行為コード：440019770

調剤行為名称：調剤後薬剤管理指導加算（特例）

上記を算定した場合、令和4年度改定の別表Ⅰのコメン

トを使用すると考えてよろしいでしょうか。

令和４年度診療報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000188411_00037.html

別表Ⅰ

項番：9　区分：10の3　調剤後薬剤管理指導

加算

厚労省

241 S 2024/4/8 JAHIS
別表Ⅰ（調

剤）- 1
14の4

850190255 情報提供を行った年月日（調剤後薬剤

管理指導加算１）；（元号）ｙｙ“年”ｍｍ“月”ｄ

ｄ“日”

830100911 糖尿病用剤を処方した保険医療機関名

（調剤後薬剤管理指導加算１）；******

850190256 情報提供を行った年月日（調剤後薬剤

管理指導加算２）；（元号）ｙｙ“年”ｍｍ“月”ｄ

ｄ“日”

830100912 循環器用薬等を処方した保険医療機関

名（調剤後薬剤管理指導加算２）；******

上記のレセプト電算処理システム用コードと左記コードに

よるレセプト表示文言について、「調剤後薬剤管理指導

加算」という文言になっていますが、「調剤後薬剤管理指

導料」の間違いでしょうか

厚労省
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調剤システム委員会会員限り
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調剤システム委員会
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242 S 2024/4/9 JAHIS

調剤行為マスタ

（3/29更

新）

特定薬剤管理指導

加算１

①特定薬剤管理指導加算１（イ）（かかりつけ薬剤

師指導料）

②特定薬剤管理指導加算１（ロ）（かかりつけ薬剤

師指導料）

の調剤行為種類(2）区分が「27」がセットされています

が、

①②ともに「63」の間違いでしょうか。

----

27：特定薬剤管理指導加算１（服薬管理指導料）

63：特定薬剤管理指導加算１（かかりつけ薬剤師指

導料）

支払基金

243 S 2024/4/9 JAHIS

調剤行為マスタ

（3/29更

新）

特定薬剤管理指導

加算３

①特定薬剤管理指導加算３（イ）（服薬管理指導

料）

②特定薬剤管理指導加算３（ロ）（服薬管理指導

料）

③特定薬剤管理指導加算３（イ）（かかりつけ薬剤

師指導料）

④特定薬剤管理指導加算３（ロ）（かかりつけ薬剤

師指導料）

の調剤行為種(２)区分に「59」がセットされていますが、

①②は「19」、③④は「33」の間違いでしょうか。

----

59：特定薬剤管理指導加算２（服薬管理指導料）

19：服薬管理指導料の加算

33：かかりつけ薬剤師指導料の加算

支払基金

244 S 2024/4/9 JAHIS

調剤行為マスタ

（3/29更

新）

吸入薬指導加算（か

かりつけ薬剤師）

吸入薬指導加算（かかりつけ薬剤師）

のコード表用番号が「0020100308」となっていますが、

かかりつけ薬剤師になりますので、「0020130***」にな

ると考えますが認識として正しいでしょうか。

支払基金

245 S 2024/4/8 JAHIS

調剤行為マスタ

（3/29更

新）

施設連携加算（外

来服薬支援料）

包括識別区分

施設連携加算（外来服薬支援料）は外来服薬支援

料２の加算のため、かかりつけ薬剤師包括の包括対象

になると考えられますが、m.csvの項目22の包括識別区

分が0となっています。正しくは2ではないでしょうか。

支払基金

30/36
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246 S 2024/4/4 JAHIS

別添３　調剤

報酬点数表に

関する事項

P.58

区分２０ 使用薬剤

料

(６)イ

同一剤内に公費対象と公費対象外の内服薬が混在す

る場合で、剤全体で計算した減算点数と、公費分/公

費外分それぞれで計算した減算点数の合計とで誤差が

出る場合、

計算方法は以下①～③のどれになりますでしょうか？

▼例　※剤2以降は記載省略

　剤1) 内服 分1 朝食後 15日分

　　　　A薬　1日分3点×15＝45点　公費適用

　　　　B薬　1日分5点×15＝75点　公費外

▼剤1の薬剤料計算方法

①公費/公費外のそれぞれの薬剤料点数に対して100

分の90を計算して合計する

　　公費分(A薬)：45×0.9≒41点

　　公費外分(B薬)：75×0.9≒68点

　　合計： 109点

②剤全体の薬剤料点数に対して100分の90を計算す

る

　　(45＋75)×0.9≒120×0.9＝108点

　　※①の結果と誤差が出るため、公費点数と公費外点

数の間で誤差の調整が必要

支払基金

247 S 2024/4/4 JAHIS

「診療報酬請

求書等の記載

要領等につい

て」

P.93

第２ 調剤報酬明細

書の記載要領（様式

第５）

２ 調剤報酬明細書

に関する事項

(21) イ

『薬剤料を所定点数の100分の90 に相当する点数で

算定した場合は、該当の「処方」欄の薬剤名の下に「薬

剤料逓減（90/100）（内服薬）」と表示すること。』

について。

内服薬で、算定点数－所定点数（＝減算点数）が0

点の場合（薬剤料欄に△を記載しない場合）も、「薬

剤料逓減（90/100）（内服薬）」の記載は必要で

しょうか？

248 S 2024/4/8 JAHIS

「第 95 在宅

薬学総合体制

加算」

１ 在宅薬学

総合体制加算

１に関する施

設基準（２）

P.334

特掲診療料の施設基

準等及びその届出に

関する手続きの取扱

いについて（通知）

集計期間が令和5年5月～令和6年4月の間において、

コロナ感染症により算定した以下在宅緊急薬剤管理指

導料は、在宅薬学総合体制加算の「在宅患者に対する

薬学的管理及び指導の実績」に含まれるのでしょうか？

また、含まれる場合いずれの加算が対象となるでしょう

か？

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（対面による場

合・臨コ）

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（電話等又は

家族等・臨コ）

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（対面による場

合）（特例）

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（家族等）

（特例）

厚労省
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249 S 2024/4/8 JAHIS

「第 95 在宅

薬学総合体制

加算」

１ 在宅薬学

総合体制加算

１に関する施

設基準（２）

P.334

特掲診療料の施設基

準等及びその届出に

関する手続きの取扱

いについて（通知）

集計期間が令和6年6月以降を含む場合、以下在宅緊

急薬剤管理指導料は、在宅薬学総合体制加算の「在

宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」に含まれ

るのでしょうか？

また、含まれる場合いずれの加算が対象となるでしょう

か？

・感染症(対面):在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料（対面による場

合）（特例）

厚労省

250 S 2024/4/8 JAHIS

「第 95 在宅

薬学総合体制

加算」

１ 在宅薬学

総合体制加算

１に関する施

設基準（２）

P.334

特掲診療料の施設基

準等及びその届出に

関する手続きの取扱

いについて（通知）

コロナ感染症により算定した在宅緊急薬剤管理指導料

が在宅薬学総合体制加算の「在宅患者に対する薬学

的管理及び指導の実績」に含まれる場合、同月に「在宅

患者訪問薬剤管理指導料」の算定が必要となるでしょう

か？

地域支援体制加算の要件の疑義にコロナ

過去の通知連絡
分科会で疑義の意図を確認したい 厚労省

251 S 2024/4/8 JAHIS

「第 95 在宅

薬学総合体制

加算」

２ 在宅薬学

総合体制加算

２に関する施

設基準（４）

P.335

特掲診療料の施設基

準等及びその届出に

関する手続きの取扱

いについて（通知）

在宅薬学総合体制加算２に関する施設基準のかかりつ

け薬剤師の算定回数については、「かかりつけ薬剤師指

導料（情報通信機器を用いた服薬指導）」および「か

かりつけ薬剤師包括管理料（情報通信機器を用いた

服薬指導）」も含めると考えて問題ないでしょうか？

厚労省

252 S 2024/4/8 JAHIS

「第 95 在宅

薬学総合体制

加算」

２ 在宅薬学

総合体制加算

２に関する施

設基準（２）

P.335

特掲診療料の施設基

準等及びその届出に

関する手続きの取扱

いについて（通知）

「イ 直近１年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の

注５若しくは注６に規定する加算、在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料の注４若しくは注５に規定する加算又

は在宅患者緊急時等共同指導料の注４若しくは注５

に規定する加算の算定回数の合計が６回以上であるこ

と。」とありますが、次の加算も小児特定加算の集計に含

める認識でよろしいでしょうか。

・乳幼児加算（在宅患者オンライン薬剤管理指導料・6

歳未満）

・乳幼児加算（在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導

料・6歳未満）

・小児特定加算（在宅患者オンライン薬剤管理指導

料）

・小児特定加算（在宅患者緊急オンライン薬剤管理指

導料）

厚労省
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253 S 2024/4/8 JAHIS

- - 【疑義No.13関連】

新設された加算の中で、結核公費の給付対象となるの

は以下となりますでしょうか。

特別調剤基本料Ａ

特別調剤基本料Ｂ

地域支援体制加算3(特別調剤基本料A)

地域支援体制加算4(特別調剤基本料A)

後発医薬品調剤体制加算1(特別調剤基本料A)

後発医薬品調剤体制加算2(特別調剤基本料A)

後発医薬品調剤体制加算3(特別調剤基本料A)

在宅薬学総合体制加算1

在宅薬学総合体制加算1(特別調剤基本料A)

在宅薬学総合体制加算2

在宅薬学総合体制加算2(特別調剤基本料A)

医療ＤＸ推進体制整備加算

施設連携加算(外来服薬支援料)

厚労省

254 S 2024/4/8 JAHIS

調剤行為マスタ 外来服薬支援料１

外来服薬支援料２

かかりつけ薬剤師包括管理料と外来服薬支援料１，

２は併算定不可となっておりますが、包括識別区分が

「2」となっているのは「0」が正しいでしょうか。

※施設連携加算（外来服薬支援料）が「0」となってい

たのもあり、確認させていただいております。

支払基金

255 S 2024/4/8 JAHIS

調剤報酬点数

表

P.12

１５の２ 在宅患者

緊急訪問薬剤管理

指導料

注９

注１０

注１０の感染症の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導

料を算定時、夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪

問加算は併算定不可となりますでしょうか。

※幹部確認ﾒﾓ

そもそも訪問加算は末期の悪性腫瘍か麻薬を注

射で投与する患者とあるが、要件を満たせば算定

可能となるのでしょうか？

→算定しても良いような気がしますが。。

厚労省

256 S 2024/4/8 JAHIS

調剤行為マスタ - 【疑義No.196関連】

特別調剤基本料Bで同時受付減算（100分の80）に

該当する場合、合成コードは不要とのご回答でしたが、

請求時に特別調剤基本料Bのコードのみですと減算が発

生しているか分からないかと思います。問題ありませんで

しょうか。

支払基金

257 S 2024/4/8 JAHIS

調剤行為マスタ - 【疑義No.194関連】

特別調剤基本料Aの３点未満のコードについて、全組み

合わせが追加で作られますでしょうか。
支払基金

258 S 2024/4/8 JAHIS

調剤行為マスタ 在宅患者緊急オンライ

ン薬剤管理指導料

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料のレセプト記

号が「緊訪オ」から「緊在オ」に変更されておりましたが、令

和6年5月調剤分までの請求においては、既存の「緊訪

オ」で問題ありませんでしょうか。

※月遅れ請求を含む

厚労省

259 S 2024/4/8 JAHIS

WAM NET

介護報酬の算

定構造のイメー

ジ(R6.6.1)

P.5、25

５　居宅療養管理指

導費

４　介護予防居宅療

養管理指導費

ハ（２）（四）情報通信機器を用いて行う場合につい

て、月8回に関する記述がありませんが追加される認識で

問題ありませんでしょうか。 厚労省
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260 S 2024/4/8 JAHIS

WAM NET

②介護サービス

（R6.6.1 ）

P.76

５ 居宅療養管理指

導サービスコード表

今回新規追加となる

　・薬剤師医療用麻薬持続注射療法加算

　・薬剤師在宅中心静脈栄養法加算

について、以下加算における計算の対象外と考えて問題

ありませんでしょうか。

　・特別地域居宅療養居宅管理指導加算

　・居宅療養小規模事業所加算

　・居宅療養中山間地域等提供加算

厚労省

261 S 2024/4/8 JAHIS

WAM NET

③介護予防

サービス

（R6.6.1 ）

P.15

４ 介護予防居宅療

養管理指導サービス

コード表

今回新規追加となる

　・予防医療用麻薬持続注射療法加算

　・予防在宅中心静脈栄養法加算

について、以下加算における計算の対象外と考えて問題

ありませんでしょうか。

　・予防特別地域居宅療養管理指導加算

　・予防居宅療養小規模事業所加算

　・予防居宅療養中山間地域等提供加算

厚労省

262 S 2024/4/8 JAHIS

WAM NET

②介護サービス

（R6.6.1 ）

P.76

５ 居宅療養管理指

導サービスコード表

薬剤師居宅療養Ⅱ８について、「注射による麻薬の投

与を受けている患者に対して行う場合（月８回限

度）」と記載がありますが、薬剤師居宅療養Ⅱ２等と同

様に「がん末期の患者・中心静脈栄養患者・麻薬注射

剤使用患者の場合（月８回限度）」と同条件と考えて

問題ありませんでしょうか。

厚労省

263 S 2024/4/8 JAHIS

WAM NET

③介護予防

サービス

（R6.6.1 ）

P.15

４ 介護予防居宅療

養管理指導サービス

コード表

予防薬剤師居宅療養Ⅱ８について、「注射による麻薬

の投与を受けている患者に対して行う場合（月８回限

度）」と記載がありますが、予防薬剤師居宅療養Ⅱ２

等と同様に「がん末期の患者・中心静脈栄養患者・麻

薬注射剤使用患者の場合（月８回限度）」と同条件

と考えて問題ありませんでしょうか。

厚労省

264 S 2024/4/9 JAHIS

別添３　調剤

報酬点数表に

関する事項

P.58

区分２０ 使用薬剤

料

(６)ア(ロ)

疑義 No130 の回答について。

「別添３　調剤報酬点数表に関する事項」の P.58 区

分２０使用薬剤料 (６)ア(ロ) において、「錠剤、カプセ

ル剤については、１銘柄ごとに１種類と計算する。」とあり

ます。

この記載に基づくと、１ではなく２が正しいのではないで

しょうか。

（Ｆ薬10mg と Ｆ薬5mg はどちらも錠剤/カプセル剤

で同一銘柄のため、合わせて1種類でカウントするのが正

しいのではないでしょうか。）

【4/10JAHIS調剤改正分科会】

No130のとおり
厚労省

265 S 2024/4/4 JAHIS 記載要領 P91

「保険医療機関の所

在地及び名称」欄、

「都道府県番号」欄、

「点数表番号」欄及び

「医療機

関コード」欄について、

および「保険医氏名」

欄について

今回、「服薬情報等提供料３」について、単独の明細と

することとされましたが、医療機関所在地、名称、医療機

関コードおよび、保険医について、記載しないとの記述が

ありません。記載の必要があるのでしょうか？記載すると

なった場合は、何の医療機関、保険医の情報を記載す

るのでしょうか。

【4/10JAHIS調剤改正分科会】

外来服薬支援料１と同様の記載
厚労省

34/36



調剤システム委員会会員限り
2024年6月　診療報酬改定　疑義①（調剤） 保健医療福祉情報システム工業会

調剤システム委員会

No．優先度 記入月日 会社名 ページ 項目名 疑義事項 疑義回答 厚労省回答5/9 備　考 紹介先

266 S 2024/4/4 JAHIS 記載要領 P93 「処方」欄について「イ」

「薬剤料を所定点数の100 分の90 に相当する点数で

算定した場合は、該当の「処方」欄の薬剤名の下に「薬

剤料逓減（90/100）（内服薬）」と表示すること」、

とあり、更に「薬剤料」欄では、「薬剤料の逓減に該当す

る場合であっても、控除して得た点数が０点となるものに

ついては記載しない。」とあります。

点数が0点であっても、「薬剤料逓減(90/100)（内服

薬）」の表示は必要でしょうか。

厚労省

267 S 2024/4/5 JAHIS

調剤報酬点数

表　区分００

調剤基本料

在宅薬学総合体制

加算備加算

注９の長期投与に係る処方箋受付２回目以降で５点

を算定する場合、在宅薬学総合体制加算は算定可能

でしょうか？

１．算定できる

２．算定できない

厚労省

268 S 2024/4/5 JAHIS

調剤報酬点数

表　区分００

調剤基本料

在宅薬学総合体制

加算

注10の後発医薬品に係る処方箋受付２回目で５点を

算定する場合、在宅薬学総合体制加算は算定可能で

しょうか？

１．算定できる

２．算定できない

厚労省

269 S 2024/4/5 JAHIS

調剤報酬点数

表　区分００

調剤基本料

医療DX推進体制整

備加算

注９の長期投与に係る処方箋受付２回目以降で５点

を算定する場合、医療ＤＸ推進体制整備加算は算定

可能でしょうか？

１．算定できる

２．算定できない

厚労省

270 S 2024/4/5 JAHIS

調剤報酬点数

表　区分００

調剤基本料

医療DX推進体制整

備加算

注10の後発医薬品に係る処方箋受付２回目で５点を

算定する場合、医療ＤＸ推進体制整備加算は算定可

能でしょうか？

１．算定できる

２．算定できない

厚労省

271 S 2024/4/5 JAHIS ―
居宅療養管理指導

料について

特別調剤基本料Ｂを算定している保険薬局は居宅療

養管理指導料は算定可能でしょうか？ 厚労省

272 S 2024/4/5 JAHIS

調剤報酬点数

表　区分１３

の３　かかりつ

け薬剤師包括

管理料

医療DX推進体制整

備加算

かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した場合、医療Ｄ

Ｘ推進体制整備加算は包括される認識です。

下記の場合、医療ＤＸ推進体制整備加算は算定可

能でしょうか？

6/1 かかりつけ薬剤師包括管理料を算定したため、医

療ＤＸ推進体制整備加算は包括される

6/8 医療ＤＸ推進体制整備加算は算定できませんよ

ね？

厚労省

273 S 2024/4/5 JAHIS
留意事項通知

P43

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料

（１）には、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１

及び２並びに在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料

を合わせて月４回に限り算定する。」と記載されている

が、（２）には、「１と２を合わせて原則として月８回ま

で算定できる。」と記載されている。

（２）の「原則として月８回まで算定できる」の中に、在

宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料は含まれない認

識でよろしいでしょうか？

厚労省

35/36
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274 S 2024/4/9 JAHIS
留意事項通知

P58

使用薬剤料（６）に

ついて

「(ハ) 散剤、顆粒剤、液剤、浸煎薬及び湯薬について

は、１銘柄ごとに１種類と計算する。(ニ) (ハ)の薬剤を

混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、１

種類とする。」とありますが、混合された薬剤と混合されて

いない薬剤で同一銘柄薬剤が存在した場合、下記のど

ちらになりますでしょうか？

例：

Rp１(３薬で混合)

A薬

B薬

C薬

Rp２（上記の混合薬を構成する薬剤と同一銘柄の薬

剤）

A薬

Rp３（混合薬ではない）

D薬

E薬

F薬

G薬

H薬

１．Rp１にA薬が含まれているが、混合されているため、

Rp２のA薬は単独で１種類とするため、上記の調剤は

逓減対象となる

２．Rp１にA薬が含まれているため、Rp２のA薬はRp

１同一種類となるため、上記の調剤は逓減対象対象と

ならない

厚労省

275 S 2024/4/3 JAHIS P.88

１ 調剤報酬明細書

の記載要領に関する

一般的事項

服薬情報等提供料３において、単独の明細書として示

されましたが、当月において調剤があった場合でも服薬情

報等提供料３は単独の明細書を作成するということでよ

ろしいですか？

※幹部確認ﾒﾓ

「そのとおり」の回答であってほしいですが、疑義だし

ますか？

厚労省

277 S 2024/4/9 JAHIS P.98
（26）オ 「薬学管理

料」欄について

(エ)の記述で、「 前(ア)の⑮の場合を除き～」となってい

ますが、「前（ア）⑲の場合を除き～」の誤りではないで

しょうか。
厚労省

280 S 2024/4/9 JAHIS 記録条件仕様

調剤情報レコード（ＣＺ）において、

特別調剤基本料Ｂの場合の調剤管理料の記録はどち

らになりますか？

①0点の扱い（負担区分、算定区分、算定先Ｎｏ、

コード、点数のセットで記録で算定区分は全て「2」でしょ

うか？）

②全て省略

【5/13JAHIS調剤改正分科会】

「②」となります。
5/13に支払基金殿から回答あり。 支払基金

281 S 2024/5/14 JAHIS

記録条件仕様 外来服薬支援料２に対する加算として施設連携加算

が追加されました。

この加算の電算上の記録先について念のため確認させて

ください。

記録先の候補：①KIレコードの薬学管理料欄

        　　　　　　②CZレコードの加算料①～⑩欄

記載要領を見る限り、施設連携加算は薬学管理

料欄に記載、となっているので①となる認識ではあ

ります。

ただ、②の加算料欄の説明文としては記録しない

加算が列挙されているので、外来服薬支援料２

の記録がCZなんだから、こちらに記録、ということも

ありえなくもないのかなとも思いました。

支払基金
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